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１１１１．．．．国民国民国民国民のののの皆様皆様皆様皆様へへへへ

これまで、製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ：National Institute of Technology a

nd Evaluation、以下「ナイト」という。）は、第二期中期目標期間（平成１８～２２

年度）において、科学技術の急速な進展やこれに伴う生活の多様化等を背景に、「くら

しの安全・安心」に貢献することを基本理念として、知的基盤整備に加え、製品事故原

因分析、化学物質の安全性評価、遺伝子組換え生物等の使用の安全性評価など、国民の

安全の確保に直結する行政サービスの提供に力を入れてきました。

第二期中期目標期間の最終年度である今年度においては、バイオテクノロジー分野で

は、有用機能等の探査源となる微生物約３万株、他機関の研究成果である微生物約１万

株の収集目標に対し、目標を上回る収集を行うとともに、企業及び研究機関等への情報

提供（分譲）を実施しています。

化学物質管理分野では、改正化審法におけるスクリーニング評価手法について、国で

の審議に係る技術支援を行うとともに、旧化審法上の監視化学物質約１，３５０物質に

ついて、同手法でのスクリーニング評価を実施し、より詳細なリスク評価対象とすべき

８８物質を選定しました。また、改正化審法に基づき２３年度から開始される一般化学

物質の製造・輸入量等届出制度の開始に向け、化審法番号とＣＡＳ番号の対応リスト整

備を実施するなど、リスクベースでの化学物質管理制度の確立と、円滑な施行開始に向

け貢献しました。

適合性認定分野では、米国ＥＰＡエネルギースタープログラムに基づく製品試験を実

施する試験事業者の認定、カシミヤ製品の品質確保のための製品認証を行う製品認証機

関の認定プログラムを迅速に立ち上げるなど、社会ニーズに迅速に対応してきました。

また、技術的信頼性の高い認定機関運営のために国際活動に積極的に貢献しました。

生活安全分野では、子供のライターによる火遊び事故防止のため、チャイルドレジス

タンス機能に関する試験方法及び試験装置を開発し、その成果をＪＩＳ及び消費生活用

製品安全法の技術基準に反映させるなど、子供の事故の未然防止に貢献してきました。

ナイトは、これからも、国民の期待に適時かつ適切に応え、信頼できる技術と情報を

もとに、「くらしの安全・安心」に直結する日々の業務サービスに取り組んでまいりま

す。
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２２２２．．．．基本情報基本情報基本情報基本情報

（１）法人の概要

① 法人の目的

ナイトは、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品

質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品

質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、も

って経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給

の確保に資することを目的としております。（独立行政法人製品評価技術基盤機構

法第３条）

② 業務の範囲（機構法第１１条）

ナイトは、独立行政法人製品評価技術基盤機構法第３条の目的を達成するため、

以下の業務を行います。

a.工業製品その他の物資に関する技術上の評価

b.工業製品その他の物資に関する試験、分析、検査その他これらに類する事業を

行う者の技術的能力その他の当該事業の適正な実施に必要な能力に関する評価

c.工業製品その他の物資の品質に関する技術上の情報の収集、評価、整理及び提

供

d. aの評価の技術に関する調査及び研究

e. a～d の業務に附帯する業務

f.工業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第２１条第１項及び第２項並びに

第４０条第１項の規定による立入検査並びに第４２条第１項第８号の規定によ

る検査

g.ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）第３９条の１７第１項第８号の規定に

よる検査並びに第４７条第１項及び第３項の規定による立入検査

h.電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）第４２条の４第１項第８号の規

定による検査又は質問並びに第４６条第１項及び第２項の規定による立入検査

又は質問

i.家庭用品品質表示法（昭和３７年法律第１０４号）第１９条第１項の規定によ

る立入検査

j.液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和４２年法律第

１４９号）第６４条第１項第８号の規定による検査又は質問並びに第８３条第

１項及び第５項の規定による立入検査又は質問

k.消費生活用製品安全法（昭和４８年法律第３１号）第３１条第１項第８号の規

定による検査並びに第４１条第１項から第３項までの規定による立入検査

l.化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和４８年法律第１１７号）

第３３条第１項から第３項までの規定による立入検査、質問又は収去

m.計量法（平成４年法律第５１号）第１４８条第１項及び第２項の規定による立

入検査（同法第１４４条第１項に規定する認定事業者に対するものを除く。）
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n.化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（平成７年法律第６５号）

第３０条第５項の規定による立会い及び第３３条第４項の規定による立入検

査、質問又は収去

o.特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律

（平成１３年法律第１１１号）第３７条第４項の規定による立入検査又は質問

p.遺伝子組換え生物等の使用等の規制等による生物の多様性の確保に関する法律

（平成１５年法律第９７号）第３２条第１項の規定のによる立入り、質問、検

査及び収去

③ 沿革

平成１３年４月 独立行政法人製品評価技術基盤機構設立

独立行政法人製品評価技術基盤機構の前身は次の図のとおり。

独立行政法人製品評価技術基盤機構（平成１３年４月設立）

製品評価技術センター（平成７年１０月改組）

通商産業検査所（昭和５９年１０月設立）

工業品検査所 繊維製品検査所

（昭和２７年８月設立） （昭和２３年１１月設立）

化学製品検査所 機械金属検査所

（昭和２６年４月名称変更 （昭和２６年４月名称変更）

輸出毛織物検査所

日用品検査所 （昭和１５年１２月設立）

（昭和２３年１１月設立）

輸出絹織物検査所

試薬検査所 機械器具検査所 （昭和３年１月設立）

（昭和２３年９年設立） （昭和２３年１０月設立）

④ 設立根拠法

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び独立行政法人製品評価技

術基盤機構法（平成１１年法律第２０４号）

⑤ 主務大臣（主務省所管課）

経済産業大臣（経済産業省産業技術環境局知的基盤課）

⑥ 組織図（平成２３年３月末現在）

理事長 情報統括官

理事 企画管理部 経営企画課
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電気用品安全法技術基準検討室

人事企画課

監事 総務課

情報システム室

情報公開・個人情報保護相談室

監査室 財務・会計課

バイオテク 計画課

ノロジー本部 バイオ安全業務室

情報システム管理課

生物遺伝資源情報部門

資源情報解析課

生物遺伝資源部門

遺伝資源保存課

生物遺伝資源開発部門

資源開発課

特許微生物寄託センター

化学物質管理 計画課

センター 情報業務課

安全審査課

リスク管理課

リスク評価課

化学物質審査規制法リスク評価準備室

認定 計画課

センター 認定企画室

計量認定課

環境認定課

製品認定課

中部認定事務所

近畿認定事務所

製品安全 計画課

センター 製品安全企画課

製品安全調査課

事故リスク情報分析室

製品安全技術課

事故リスク情報分析室経年劣化対策室

経年劣化対策室
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検査業務課

化学兵器原料対策室

標準化センター

標準・技術規準課

講習業務課

技術業務課

北海道支所

東北支所 業務課

バイオ技術課

北関東支所 業務課

燃焼技術課

中部支所 業務課

製品安全技術課

北陸支所 業務課

製品安全技術課

中国支所

四国支所

九州支所 業務課

製品安全技術課

（２）本所・支所等の住所

本 所 ：東京都渋谷区西原2-49-10

ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ本部 ：千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8

製品安全ｾﾝﾀｰ ：大阪府大阪市中央区大手前4-1-67 大阪合同庁舎第２号館別館

北海道支所 ：北海道札幌市北区北八条西2-1-1 札幌第一合同庁舎

東北支所 ：宮城県仙台市宮城野区東仙台4-5-18

北関東支所 ：群馬県桐生市堤町3-7-4

中部支所 ：愛知県名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎弟２号館

北陸支所 ：石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎

中国支所 ：広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎弟３号館

四国支所 ：香川県高松市寿町1-3-2 高松第一生命ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ５Ｆ

九州支所 ：福岡県福岡市南区塩原2-1-28

（３） 資本金の状況 （単位：百万円）

区 分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高

政府出資金 １９，０７２ － － １９，０７２

資本金合計 １９，０７２ － － １９，０７２
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（４）役員の状況

役 職 氏 名 任 期 担 当 経 歴

理事長 安井 至 自：平成21年 昭和43年 3月 東京大学工学部合成化学科卒業

4月 1日 48年 3月 東京大学大学院工学系研究科博士課程

至：平成23年 修了 工学博士

3月31日 昭和50～52年 米国レンセラー工科大学博士研究員

平成 2年 7月 東京大学生産技術研究所教授

8年 5月 東京大学国際・産学共同研究センタ

ー、センター長併任

平成 9年 4月 全国産学連携センター協議会会長

平成15年12月 国際連合大学 副学長

平成15年12月 東京大学客員教授

平成16年 6月 東京大学名誉教授

平成20年 1月 国際連合大学 名誉副学長

平成20年 1月（独）科学技術振興機構研究開発戦略

センター

平成20年 4月 同 上席フェロー

平成21年 4月 独立行政法人 製品評価技術基盤機構

理事長

理 事 川上景一 自：平成20年 企画、人事、昭和57年 4月 通商産業省 入省

7月12日 予算、広報 平成 7年 6月 同 通商産業検査所 総務部企画課長

至：平成22年 平成 9年 6月 経済協力開発機構

7月29日 日本政府代表部一等書記官

平成12年12月 通商産業省 機械情報産業局総務課

新映像産業室長

平成13年 1月 経済産業省 商務情報政策局

環境リサイクル室長

平成15年 7月 同 商務情報政策局

消費経済部消費経済政策課長

平成17年 9月 同 製造産業局

航空機武器宇宙産業課長

平成18年 7月 同 貿易経済協力局 貿易振興課長

平成20年 7月 独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事（役員出向）

理 事 獅山有邦 自：平成22年 経 営 ・ 企 昭和58年 4月 通商産業省 入省

7月31日 画、人事、 平成13年 5月 独立行政法人製品評価技術基盤機構

至：平成23年 予算、広報、 化学物質管理センター所長

3月31日 化学物質管 平成17年 9月 経済産業省製造産業局

理センター 化学物質管理課長

・認定セン 平成20年 7月 同 中部経済産業局総務企画部長

ター 平成22年 7月 独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事（役員出向）

理 事 菊池 久 自：平成21年 労務、会計、昭和42年 7月 通商産業省（鶴岡繊維製品検査所米沢

4月 1日 文書・情報 出張所）入省

至：平成23年 管理、法務 昭和46年 4月 同 横浜繊維製品検査所検査課
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3月31日 ・ 知 的 財 昭和59年10月 同 通商産業検査所商品テスト部繊

産、バイオ 維業務課

テクノロジ 昭和62年10月 同 生活産業局総務課繊維企画官付

ーセンター 繊維検査専門職

・製品安全 平成 3年 4月 同 通商産業検査所総務部繊維管理

センター 課長補佐

平成 5年 7月 同 通商産業検査所バイオテクノロ

ジー検査センターバイオテクノロジー

検査課長

平成 7年10月 同 製品評価技術センター バイオ

テクノロジーセンター解析技術課長

平成13年 1月 独立行政法人 製品評価技術基盤機構

バイオテクノロジーセンター長

平成13年 4月 同 バイオテクノロジーセンター所

長

平成15年 4月 同 バイオテクノロジー本部次長

平成16年 6月 同 生活・福祉技術センター所長

平成21年 4月 同 理事

監 事 前川美之 自：平成17年 昭和42年 4月 三菱化成工業(株) 入社

4月 1日 昭和63年 6月 三菱化成(株) 水島工場 保安環境部長

至：平成23年 平成 6年10月 三菱化学(株) 黒崎事業所 管理部長

3月31日 兼 同事業所 ＴＰＭ推進室長

平成 8年 6月 同 取締役 化成品ｶﾝﾊﾟﾆｰ企画部長

平成11年 6月 同 常務執行役員 化成品ｶﾝﾊﾟﾆｰ

ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ

平成15年 6月 同 常務取締役 兼 常務執行役員

技術・生産ｾﾝﾀｰ長

平成16年 6月 同 代表取締役 兼 専務執行役員

技術・生産ｾﾝﾀｰ長

平成17年 4月 独立行政法人製品評価技術基盤機構

監事

監 事 地崎 修 自：平成19年 昭和47年 4月 通商産業省 入省

4月 1日 昭和60年 6月 同 基礎産業局ｴﾈﾙｷﾞｰ対策室長

至：平成23年 昭和61年 5月 日本貿易振興会ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ･ｾﾝﾀｰ次長

3月31日 平成元年 7月 通商産業省 中国通商産業局商工部長

平成 3年 8月 同 工業技術院 標準部繊維化学規格

課長

平成 5年 6月 同 基礎産業局生物化学産業課長

平成 7年 7月 石油公団 備蓄計画部長

平成 9年 6月 通商産業省 大臣官房付

平成 9年 6月 同 退職

平成 9年 7月 （財）ﾊﾞｲｵｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰ協会 専務理事

平成18年12月 東京工業大学大学院イノベーションマ

ネージメント研究科技術経営専攻修了

平成19年 4月 独立行政法人製品評価技術基盤機構

監事
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（５）常勤職員の状況

ナイトの平成２２年度末常勤職員数は４０１名であり、前期末比増減は△５．４２

％となっている。

なお、常勤職員数の対前年度末増減比は１．２６％である。

平成２１年度末 平成２２年度末

常勤職員 ３９６名 ４０１名

うち任期付研究員 ５名 ７名

うち国からの出向者 ８名 １０名

非常勤職員 １４８名 １４５名

出向者 １４名 １５名

うち国の機関への出向者 １３名 １３名

その他 １名 ２名

※年度末・・・当該年度の１月１日における数

３．簡潔に要約された財務諸表

① 貸借対照表 （単位：百万円）

資 産 の 部 金 額 負 債 の 部 金 額

流動資産 3,906 流動負債 2,052

現金・預金 3,723 運営費交付金債務 -

その他 184 その他 2,052

固定資産 16,600 固定負債 3,063

有形固定資産 16,397

無形固定資産 135 負債合計 5,115

投資その他の資産 69

純 資 産 の 部

資本金 19,072

政府出資金 19,072

資本剰余金 ▲5,646

利益剰余金 1,966

純資産合計 15,392

資 産 合 計 20,506 負債・純資産合計 20,506

※百万円未満を四捨五入している関係上、合計等の金額について、一致しない場合

がある（以下同じ。）。

② 損益計算書 （単位：百万円）

金 額

経常費用 （Ａ） 8,514
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業務費 7,568
人件費 3,912
減価償却費 751
その他 2,906

一般管理費 916
人件費 711
減価償却費 51
その他 154

その他 30

経常収益（Ｂ） 9,726

運営費交付金収益等 8,262
自己収入等 1,460
その他 4

臨時損失 （Ｃ） 74

臨時利益 （Ｄ） 24

前中期目標期間繰越積立金取崩額（Ｅ） 39

当期総利益 1,201
（B）－（A）－（C）＋（D）＋（E）

③ キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

金 額

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー(A) 784

人件費支出 ▲ 4,541

運営費交付金収入 7,155

自己収入等 1,268

その他の収入・支出 ▲ 3,099

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー(B) ▲ 1,039

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー(C) ▲ 304

Ⅳ 資金減少額 (D=A+B+C) ▲559

Ⅴ 資金期首残高 (E) 4,282

Ⅵ 資金期末残高 (F=D+E) 3,723

④ 行政サービス実施コスト計算書 （単位：百万円）

金 額

Ⅰ 業務費用 7,123

損益計算上の費用 8,588
（控除）自己収入等 ▲1,464



- 10 -

（その他の行政サービス実施コスト）

Ⅱ 損益外減価償却相当額 562

Ⅲ 損益外除売却差額相当額 3

Ⅳ 引当外賞与見積額 ▲10

Ⅴ 引当外退職給付増加見積額 ▲91

Ⅵ 機会費用 389

Ⅶ 行政サービス実施コスト 7,977

■ 財務諸表の科目

① 貸借対照表

現金及び預金：現金、預金

その他（流動資産）：ナイトの業務活動から生じる未収金、たな卸資産等

有形固定資産：土地、建物、機械装置、車両、工具、器具及び備品などナイ

トが長期にわたって使用または利用する有形の固定資産

無形固定資産：ソフトウェア、電話加入権

投資その他の資産：権利金

運営費交付金債務：ナイトの業務を実施するために国から交付された運営費

交付金のうち、未実施の部分に該当する債務残高

その他（流動負債）：ナイトの業務活動から生じる未払金及び未払費用等

その他（固定負債）：資産見返運営費交付金及び資産見返物品受贈額等

政府出資金 ：国からの出資金であり、ナイトの財産的基礎を構成

資本剰余金 ：国から交付された施設費を財源として取得した資産でナイト

の財産的基礎を構成するもの

利益剰余金 ：ナイトの業務に関連して発生した剰余金の累計額

② 損益計算書

業務費 ：ナイトの業務に要した費用

人件費 ：給与、賞与、法定福利費等、ナイトの役職員等に要した経費

減価償却費 ：業務に要する固定資産の取得原価をその耐用年数にわたって費

用として配分する経費

財務費用 ：支払利息

運営費交付金収益：国からの運営費交付金のうち、当期の収益として認識した

収益

自己収入等 ：手数料収入、受託収入などの収益

臨時損益 ：固定資産の除売却損益

前中期目標期間繰越積立金取崩額：前中期目標期間において自己収入で取得し

た固定資産の減価償却費相当分の取崩し
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③ キャッシュ・フロー計算書

業務活動によるキャッシュ・フロー：ナイトの通常の業務の実施にかかる資金

の状態を表し、サービスの提供等による収入、原材料、商品又

はサービスの購入による支出、人件費支出等

投資活動によるキャッシュ・フロー：将来に向けた運営基盤の確立のために行

われる投資活動にかかる資金の状態を表し、固定資産の取得・

売却等による収入・支出等、資金の調達及び返済など

財務活動によるキャッシュ・フロー：借入れ・返済による収入・支出等、資金

の調達及び返済など

資金にかかる換算差額：外貨建て取引を円換算した場合の差額

④ 行政サービス実施コスト計算書

業務費用 ：ナイトが実施する行政サービスのコストのうち、ナイトの損益

計算書に計上される費用

損益外減価償却相当額：償却資産のうち、その減価に対応すべき収益の獲得が

予定されないものとして特定された資産の減価償却費相当額

（損益計算書には計上していないが、累計額は貸借対照表に記

載されている）

損益外除売却差額相当額：ナイトが中期計画等で想定した業務を行ったにもか

かわらず生じた減損損失相当額（損益計算書には計上していな

いが、累計額は貸借対照表に記載されている）

引当外賞与見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明らかな場

合の賞与引当金見積額（損益計算書には計上していないが、仮

に引き当てた場合に計上したであろう賞与引当金見積額を貸借

対照表に注記している）

引当外退職給付増加見積額：財源措置が運営費交付金により行われることが明

らかな場合の退職給付引当金増加見積額（損益計算書には計上

していないが、仮に引き当てた場合に計上したであろう退職給

付引当金見積額を貸借対照表に注記している）

機会費用 ：国の財産を無償又は減額された使用料により賃貸した場合の本

来負担すべき金額など

４．財務情報

（１） 財務諸表の概況

① 経常費用、経常収益、当期総損益、資産、負債、利益剰余金、キャッシュ・フ

ローなどの主要な財務データの経年比較・分析（内容・増減理由）

（経常費用）

平成２２年度の経常費用は、８，５１４百万円と前年度比５６百万円増
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（０．７％増）となっている。

（経常収益）

平成２２年度の経常収益は、９，７２６百万円と前年度比７４４百万円増

（８．３％増）となっている。これは中期目標期間最終年度により独立行政

法人会計基準第８１第３項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額１，

１０５百万円を収益化したことによる運営費交付金収益が前年度比１，６３

９百万円増加した一方で、講習関係業務収入が前年度比９０１百万円及び受

託収入が６２百万円減少したことが主たる要因である。

（当期総損益）

平成２２年度の当期総利益は、１，２０１百万円と前年度比６６９百万円

増（１２５．９％増）となっている。これは、上記経常損益の状況及び固定

資産の除売却による臨時損益▲５０百万円、並びに前中期目標期間繰越積立

金取崩額３９百万円を計上した結果である。

（資産）

平成２２年度末現在の資産合計は、２０，５０６百万円と前年度末比５９

７百万円減（２．８％減）となっている。これは政府からの受託案件の減少

に伴う未収金が２７７百万円、第３期に向けての先行投資として施設設備や

試験機器の購入など固定資産取得費の増に伴う現金及び預金残高の減が主た

る要因である。

（負債）

平成２２年度末現在の負債合計は、５，１１５百万円と前年度末比１，２

９９百万円減（２０．３％減）となっている。これは中期目標期間最終年度

により独立行政法人会計基準第８１第３項の規定に基づき、運営費交付金債

務残高の全額１，１０５百万円を収益化したことによる運営費交付金債務の

減が主たる要因である。

（利益剰余金）

平成２２年度末現在の利益剰余金は、１，９６６百万円と前年度末比１，

１６２百万円増（１４４.５％増）となっている。これは前中期目標期間繰越

積立金１８百万円、当期未処分利益１，２０１百万円及び通則法第４４条第

１項積立金７４７百万円を計上した結果である。

（業務活動によるキャッシュ・フロー）

平成２２年度の業務活動によるキャッシュ・フローは、７８４百万円と前

年度比１，０２０百万円減（５６.６％減）となっている。これは講習関係業

務の受講者数減により講習業務関係収入が減少したことが主たる要因である。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

平成２２年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、▲１，０３９百万

円と前年度比７０１百万円減（２０７．９％減）となっている。これは第３

期に向けての先行投資として施設整備や試験機器の購入など固定資産の取得

による支出が増加したことが主たる要因である。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

平成２２年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、▲３０４百万円と、

前年度比１００百万円減（４８.９％減）となっている。これはファイナンス

・リース契約が増加したためである。

表 主要な財務データの経年比較 （単位：百万円）

区 分 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

経常費用 9,327 9,001 9,159 8,458 8,514

経常収益 9,213 8,825 9,377 8,982 9,726

当期総利益（▲は損失） 45 ▲114 284 532 1,201

資産 20,351 19,803 19,952 21,104 20,506

負債 5,033 5,066 5,427 6,414 5,115

利益剰余金 281 110 333 804 1,966

業務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ 150 999 1,685 1,803 784

投資活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲498 ▲433 ▲192 ▲337 ▲1,039

財務活動によるｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ ▲324 ▲184 ▲200 ▲204 ▲304

資金期末残高 1,347 1,728 3,020 4,282 3,723

注１ 第二期中期目標期間は、平成１８年度から平成２２年度になります。

注２ 対前年比において、当期総利益が変動をしている要因は、中期目標期間最終年度

により独立行政法人会計基準第８１第３項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の

全額１，１０５百万円を収益化したこと及び講習関係業務の利益等により経常利益１，

２１２百万円を計上したためである。

注３ 対前年比において、利益剰余金が変動をしている要因は、当期未処分利益１，２

０１百万円及び前中期目標期間繰越積立金３９百万円を取り崩したことが要因であ

る。

注４ 対前年比において、業務活動によるキャッシュ・フローが変動している要因は、

講習関係業務の受講者数減により講習業務関係収入１，０１２百万円の減少が主な要
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因である。

注５ 対前年比において、投資活動によるキャッシュ・フローが変動している要因は、

第３期に向けての先行投資として施設整備や試験機器の購入など有形固定資産の取得

による支出７７７百万円の増加が主な要因である。

② セグメント事業損益の経年比較・分析（内容・増減理由）

バイオテクノロジー分野の事業損益は、▲１３百万円と前年度比２６百万円増

（６７．２％増）となっている。これは受託事業で購入した資産の減価償却費の

減が主な要因である。

化学物質管理分野の事業損益は３百万円と前年度比４百万円増（４５７．４％

増）となっている。これはＰＲＴＲシステム開発の違約金が主な要因である。

適合性認定分野の事業損益は、１百万円と前年度比１百万円増（８５１．８％

増）となっている。

生活安全分野の事業損益は、▲１１百万円と前年度比１９百万円増（６３.０

％増）となっている。これは受託事業で購入した資産の減価償却費の減が主な要

因である。

講習関係業務の事業損益は、１２６百万円と前年度比４６９百万円減（７８.

８％減）となっている。これは講習受講者数の減少が主な要因である。

表 事業損益の経年比較 （単位：百万円）

区 分 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

バイオテクノロジー分野 18 ▲35 ▲43 ▲39 ▲13

化学物質管理分野 2 3 1 ▲0 3

適合性認定分野 1 ▲0 0 0 1

生活安全分野 8 ▲32 ▲32 ▲30 ▲11

講習関係業務 ▲147 ▲119 291 595 126

注 第二期中期目標期間は、平成１８年度から平成２２年度になります。

③ セグメント総資産の経年比較・分析（内容・増減理由）

バイオテクノロジー分野の総資産は、８，４１２百万円と前年比５３８百万円

減（６．０％減）となっている。

化学物質管理分野の総資産は、１，９００百万円と前年比３２９百万円増（２

１．０％増）となっている。

適合性認定分野の総資産は、１，２７５百万円と前年比２８３百万円増（２８．

５％増）となっている。

生活安全分野の総資産は、３，６１７百万円と前年比１２１百万円減（３．２

％減）となっている。

講習関係業務の総資産は、２３４百万円と前年比３０百万円減（１１．３％減）
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となっている。

総資産が全体的に増加しているのは、第３期に向けての先行投資として施設整

備投資や試験機器など固定資産の取得が主な要因である。

表 総資産の経年比較 （単位：百万円）

区 分 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

バイオテクノロジー分野 11,812 11,035 9,891 8,950 8,412

化学物質管理分野 1,667 1,654 1,834 1,570 1,900

適合性認定分野 1,356 1,211 854 992 1,275

生活安全分野 2,592 2,640 2,803 3,738 3,617

講習関係業務 224 192 238 264 234

注 第二期中期目標期間は、平成１８年度から平成２２年度になります。

④ 目的積立金の申請、取崩内容等

当期は当期総利益１，２０１百万円を計上したが、目的積立金の申請はしてい

ない。前中期目標期間繰越積立金取崩額３９百万円は、前中期目標期間中に受託

事業により取得した資産の減価償却費相当額及び純粋な除却相当額を取り崩した

ものである。

⑤ 行政サービス実施コスト計算書の経年比較、分析（内容・増減理由）

平成２２年度の行政サービス実施コストは、７，９７７百万円と前年度比７６

１百万円増（１０．５％増）となっている。これは損益外減価償却相当額が１８

２百万円、引当外退職給付増加見積額が４３百万円及び機会費用が３１百万円減

少した一方で、業務費用が１，００３百万円増加したことが主たる要因である。

表 行政サービス実施コストの経年比較 （単位：百万円）

区 分 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

業務費用 7,893 7,945 6,921 6,121 7,123

うち損益計算書上の費用 9,446 9,152 9,191 8,559 8,588

うち自己収入 ▲1,553 ▲1,208 ▲2,270 ▲2,438 ▲1,464

損益外減価償却相当額 512 512 553 744 562

損益外減損損失相当額 4 － － － －

損益外除売却差額相当額 － － － － 3

引当外賞与見積額 － ▲3 ▲34 ▲21 ▲10

引当外退職給付増加見積額 184 ▲50 ▲154 ▲47 ▲91
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機会費用 493 405 390 420 389

行政サービス実施コスト 9,086 8,808 7,676 7,216 7,977

注１ 第二期中期目標期間は、平成１８年度から平成２２年度になります。

注２ 業務費用の増加については、控除する自己収入のうち講習関係業務収入の減少が

要因と考えられる。

注３ 損益外減価償却累計額の増加については、現物出資固定資産を除却したことが要

因と考えられる。

注４ 引当外退職給付増加見積額の減少については、退職者数の増加による退職手当支

給額の増加が要因と考えられる。

（２）施設等投資の状況 （重要なもの）

① 当事業年度中に完成した主要施設等

本所本館外壁等の改修整備（確定額 １０５百万円）

② 当事業年度中において継続中の主要施設等の新設・拡充

該当なし。

③ 当事業年度中に処分した主要施設等

該当なし。

（３）予算・決算の概況 （単位：百万円）

１８年度 １９年度 ２０年度
区 分

予 算 決 算 予 算 決 算 予 算 決 算

収 入
運営費交付金 7,626 7,626 7,588 7,588 7,466 7,466
施設整備費補助金 120 120 102 102 120 117
受託収入 842 929 207 590 316 594
講習関係収入 383 322 396 653 1,231 1,680
その他収入 180 195 193 192 205 249

支 出
業務経費 6,446 6,349 6,461 6,307 6,391 5,894
施設整備費補助金 120 120 102 102 120 117
受託経費 842 927 207 591 316 593
講習関係経費 653 566 593 556 1,106 1,160
一般管理費 1,360 1,325 1,319 1,222 1,280 1,030

２１年度 ２２年度
区 分

予 算 決 算 予 算 決 算 差 額 理 由

収 入
運営費交付金 7,392 7,392 7,155 7,155
施設整備費補助金 265 246 0 105 前年度事業繰越
受託収入 248 375 203 313 受託契約の増
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講習関係収入 1,792 1,707 875 697 受講者の減
その他収入 181 227 194 220 手数料収入等の増

支 出
業務経費 6,369 6,078 6,332 7,020 経費の増
施設整備費補助金 265 246 0 105 前年度事業繰越
受託経費 248 375 203 313 受託契約の増
講習関係経費 1,392 1,254 820 812 経費の増
一般管理費 1,204 986 1,017 920 経費の減

注１ 第二期中期目標期間は、平成１８年度から平成２２年度になります。

注２ 予算区分及び予算額については、当該年度の年度計画に記載されている予算

区分及び予算金額を記載しております。

注３ 決算額の収入については、現金預金の収入額に期末の未収金等の額を加減し

たものを記載しております。

注４ 決算額の支出については、現金預金の支出額に期末の未払金等の額を加減し

たものを記載しております。

（４）経費削減及び効率化目標との関係

① 経費削減及び効率化目標

ナイトにおいては、運営費交付金を充当する業務については、業務経費について、

新規に追加されるもの、拡充分等は除外した上で、第二期中期目標の期間中、平均

で前年度比１％以上の削減を行うとともに、一般管理費については、第二期中期目

標期間中、毎年度、平均で前年度比３％以上の削減を行う。また、新たに発生又は

業務量の増加が見込まれるものについても、効率的な業務の運営を図ることにより、

運営費交付金の増大の抑制に努めることを目標としている。

このような人的資金的制約の下、国民生活、社会経済上の要請や行政ニーズに的

確に対応していくため、民間で実施可能なものは積極的にアウトソーシング、外部

人材の活用等を進め、国との的確な役割分担の下、ナイトが真に担うべき事務及び

事業に特化して、より一層の効率化を図ることとしているところである。

② 上記目標の当中期目標期間における推移

当中期目標期間 （単位：百万円）

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度
区 分

金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率 金額 比率

一般管理費 1,325 － 1,222 ▲7.8 1,030 ▲15.7 986 ▲4.3 920 ▲6.7

業務経費 6,349 － 6,307 ▲0.7 5,894 ▲ 6.5 6,078 3.1 7,020 15.5
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５５５５．．．．事業事業事業事業のののの説明説明説明説明（（（（セグメントセグメントセグメントセグメント情報情報情報情報））））

（１）財源構造

ナイトの経常収益は９，７２６百万円（前年度８，９８２百万円）で前年度比７４

４百万円の増となっている。これは主に、第２期末でもある２２年度末直前までの運

営費交付金債務１，１０５百万円を、独立行政法人会計基準に基づき収益化するとと

もに、期中の執行に伴う運営費交付金収益（資産見返運営費交付金戻入を含む）が６

２４百万円増加した一方で、講習関係業務収入、受託収入がそれぞれ９０１百万円、

６２百万円減少したことによる。

経常収益の内訳は、運営費交付金収益（資産見返戻入分を含む）が８，２２８百万

円（経常収益の８５％）、受託収入が３１３百万円（同３％）、講習関係業務収入が

９５１百万円（同１０％）、その他手数料等収入が２３３百万円（同２％）となって

いる。

運営費交付金が収益全体の８５％を占めているが、これはナイトの業務の大部分が

法律に基づく規制執行及びその技術的支援を担っていることによる。

受託収入は、３１３百万円で前年度比６２百万円の減となっている。これは主に、

前年度で終了した受託事業（前年度実績計３７百万円）があったこと、また国以外か

らの継続受託事業４件についても昨年度に比して計３４百万円の実績額の減少があっ

たことが挙げられる。

なお、今年度新たに受託した事業の実績総額は１２２百万円であった。

講習関係業務収入は、９５１百万円となっており、前年度比９０１百万円の減とな

っているが、これは、受講者数が５年周期で大きく変動するためであり、昨年度は受

講者が５年周期の中で最も多い年度に当たっていたことによる。

なお、講習関係業務は、電気工事士法及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関

する法律に基づく講習受講者からの受講料等、講習関係業務収入のみによって賄って

いる。
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財源構造の推移 （単位：百万円）

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

運営費交付金収益 7,654 7,612 7,062 6,499 8,228
受託収入 929 590 594 375 313
講習関係業務収入 424 433 1,449 1,852 951
手数料等収入 194 174 219 208 195
その他 12 16 53 48 39

経常収益合計 9,213 8,825 9,377 8,982 9,726

（２）財務データ及び業務実績報告書と関連付けた事業説明

ア バイオテクノロジー分野

バイオテクノロジー分野では、我が国を代表する微生物を中心とした中核的

な生物遺伝資源機関として研究開発や産業上有用な生物遺伝資源を戦略的に

収集し、永続的に保存するとともにその提供体制を強化すること等により生

物遺伝資源の利用拡大を推進することを目的として、a)生物遺伝資源の戦略

的収集・保存・提供、b)国内及びアジア諸国との生物遺伝資源機関ネットワー

クの構築、c)ゲノム解析等基本的機能の充実と社会的貢献、d)海外資源国との

二国間協力体制の構築、e)特許微生物の寄託業務、f)カルタヘナ担保法に基づ

く立入検査等業務及びカルタヘナ担保法施行に係る調査業務を実施している。

同分野の事業の財源は、運営費交付金１，９９４百万円（運営費交付金収益

及び資産見返交付金戻入の合計、以下同じ。）、自己収入等１６６百万円となっ

ている。なお、自己収入の内容は主に、受託収入及び微生物分譲に係る収入で

ある。

8,228百万円, 

85%

313百万円, 

3%

951百万円, 

10%

233百万円, 

2%

経常収益（財源別）

運営費交付金収益 受託収入

講習関係業務収入 その他手数料収入

計 9,726

百万円
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同分野の事業に要する費用は、２，１９８百万円で対前年度比１．５％の増

となった。

なお、他の分野に比べ微生物の保存・分譲等に必要な設備機器等を多く抱え

ており、以下のとおり、他の事業に比べて減価償却費の割合が大きい支出構造

となっている。

イ 化学物質管理分野

化学物質管理分野では、化学物質に関する国民における安全性に係る理解の

深化、事業者による法令への対応と自主管理、国による管理法令の円滑な施行、

及びこれら各層における相互理解の促進等に資することを目的として、a)化学

物質の有害性等の情報の整備提供、b)化学物質のリスク等に係る相互理解のた

めの情報の整備提供、c)化学物質のリスク評価・管理に係る業務、d)リスク評

価手法等の調査と手法開発、e)化学物質審査規制法施行支援、f)化学物質排出

把握管理促進法施行支援及び化学物質排出把握管理促進法に関する情報の収集

及び解析を実施している。

同分野の事業の財源は、運営費交付金１，２０４百万円、自己収入等１４９

百万円となっている。

自己収入の大部分は受託収入である。

同分野の事業に要する費用は、１，３５０百万円で対前年度比１４．６％の

増となった。

なお、費用の内訳は、他の分野に比べ施設・設備等を保有していないため、

減価償却費の割合が小さく、その他費用（情報システム関係のリース費用、調

査・役務等アウトソーシングに係る外部委託費用 など）の割合が大きい支出

構造となっている。

924百万円, 

42%

378百万円, 

17%

896百万円, 

41%

経常費用（バイオテクノロジー分野）

人件費 減価償却費 その他費用

計 2,198

百万円
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ウ 適合性認定分野

適合性認定分野では、我が国の中核的認定機関として国際相互承認に参加し、

国際規格に適合した技術的信頼性の高い認定機関の運営、試験・校正事業者の

能力の認定等を着実に行うとともに、広範な分野における審査員の確保等の基

盤整備、内外関係機関との協力・連携活動を先導的に推進することを目的とし

て、a) 国際規格に適合した技術的信頼性の高い認定機関の運営、b)工業標準化

法、計量法等に基づく認定業務、c)製品安全関係法令等に基づく認証機関の登

録のための調査等認定関係業務を実施している。

同分野の事業の財源は、運営費交付金９２０百万円のほか、自己収入等（手

数料収入）９４百万円となっている。

なお、同分野の事業に要する費用は、１，０１４百万円で対前年度比１４．

３％の増となった。費用の内訳は他の分野に比べ人件費の割合が大きい支出構

造となっている。

エ 生活安全分野

生活安全分野では、くらしの中で国民が利用する様々な製品の安全性の十分

な確保や、そのための技術基盤の整備を図ることを目的として、a)製品の事故

655百万円, 

48%

91百万円, 

7%

605百万円, 

45%

経常費用（化学物質管理分野）

人件費 減価償却費 その他費用

計 1,350

百万円

731百万円, 

72%

55百万円, 

6%

227百万円, 

22%

経常費用（適合性認定分野）

人件費 減価償却費 その他費用

計 1,014

百万円
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に関する情報の収集・調査・分析、原因究明等、b)国内外の関係機関との連携、

c)事故の未然・再発防止のための情報提供等、d)製品安全体系の高度化を目指

した調査研究、d)高齢者・障害者対応等の分野における標準化、e)製品の安全

確保のための標準化、f)人間特性に係る技術的データ等の提供、g)立入検査等

及び国際機関による検査の立会い等を実施している。

同分野の事業の財源は、運営費交付金２，０８３百万円、自己収入等１０３

百万円となっている。

自己収入の大部分は受託収入である。

同分野の事業に要する費用は、２，２０５百万円で対前年度比１２．１％の

増となった。

なお、製品事故調査・原因究明に必要な人員及び設備機器等を多く抱えてお

り、費用の内訳において以下のとおり減価償却費及び人件費の割合が大きくな

っている。

オ 講習関係業務

講習関係業務では、電気工事士法に基づく講習関係業務及び特定ガス消費機

器の設置工事の監督に関する法律に基づく講習関係業務を実施している。

同業務の財源は、講習受講者からの受講料等で、同業務はすべて自己収入９

５１百万円によって賄われている（昨年度（平成２１年度）は１，８５２百万

円の収益を計上）。

同業務に要する費用は、８２５百万円で対前年度比３４．３％の減となった。

これは、電気工事士法に基づき有資格者が５年毎受講することとなっており、

受講者数に５年毎の変動サイクルがあるためである。

なお、費用の内訳は、その他費用が８９％を占めているが、これは主に外部

委託及び講師謝金による費用である。

1,517

百万円,

69%

219百万円, 

10%

469百万円, 

21%

経常費用（生活安全分野）

人件費 減価償却費 その他費用

計 2,205

百万円
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６６６６．．．．当該事業年度当該事業年度当該事業年度当該事業年度のののの業務業務業務業務のののの実施状況実施状況実施状況実施状況

６６６６．．．．１１１１ 国民国民国民国民にににに対対対対してしてしてして提供提供提供提供するするするするサービスサービスサービスサービスそのそのそのその他他他他のののの業務業務業務業務のののの質質質質のののの向上向上向上向上にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するするするする

ためためためため取取取取るべきるべきるべきるべき措置措置措置措置

Ａ．共通事項

１．戦略的な人材育成の推進

（１）研修、内部教育訓練等

【 キャリアパスの運用 】

・ナイトの長期ビジョンの検討に併せてナイト職員の人材像を検討するとともに、職員

の専門技術の複層化、部門間異動の円滑化の観点から、従来１１のキャリアパス人材

育成コースの見直しを３コースに再編する見直しを行った。

・見直しを行った新たなキャリアパス人材育成コースについて、職員の希望調査を実施

した。

【 職員研修 】

・２２年度職員研修計画に基づき、階層別、分野別等１０９の研修を実施し、延べ４４

１名が受講した。

① 階層別職員研修

階層別の１２の研修に、延べ１５７名が受講した。また、所内コミュニケーション

改善の観点から役員と職員の意見交換会の場を設定した。

・新規職員研修：８名を対象として、職員としての基本的事項を中心とした研修を実

施。

・中堅職員研修：主任級職員を対象として、「プロジェクト管理研修」等６研修を実

85百万円, 

10%
7百万円, 1%

732百万円, 

89%

経常費用（講習関係業務）

人件費 減価償却費 その他費用

計 825

百万円
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施（延べ６１名受講）。

・新任主査を対象として、問題発見・課題設定力向上のための研修を実施（１１名受

講）。

・管理職等研修：管理職員候補となる新任専門官を対象として、マネジメント能力向

上のための研修を実施（８名受講）。

・新任管理職を対象として、問題解決スキル等マネジメント能力向上のための研修を

２回に渡って実施（延べ９名受講）。

・管理職員を対象として、人事評価スキル向上のための研修を実施（４９名受講）。

・調査官・参事官を対象として、ラインケアのための研修を実施（１１名受講）。

② 分野別研修

専門技術習得等のために、ナイト内外の８６の研修に延べ２２９名が受講した。

・ＪＮＬＡ技術研修、製品安全本部実務研修などナイト独自に１１の研修を企画し、

実施した（延べ８６名受講）。

・バイオ政策研修、化学物質総合評価管理研修など各省庁、外部専門機関等が主催す

る７２研修に参加した（延べ１４０名受講）。また、国内外３機関への長期（６か

月以上）の派遣研修に３名が参加。

③ その他の研修

その他１１の研修に、延べ５５名が受講した。

・国際会議等に対応するための、マンツーマンによる高度な英語研修に１２名が受講。

・新規採用職員からの相談対応や早期自立を支援するメンター職員の研修に延べ７名

が受講。

・その他、業務を行う上で求められる各種マネジメントスキル研修等に延べ３６名が

受講。

④ ナイト内部の教育訓練等

専門知識等を習得するための勉強会・研修会を延べ２１２回開催。

・４部門共通：横断的な社会的リスクの検討を行った。具体的な検討プロセスにおい

ては、外部有識者による検討会合も開催し、製品安全、化学安全、バイオ安全に関

するリスク低減のための共通点、相違点を整理

・企画管理分野：文書管理講習会等

・バイオテクノロジー分野：放線菌分類・同定技術講習会、酵母の検査に関する実習

等

・化学物質管理分野：リスク評価勉強会、毒性QSAR勉強会等

・適合性認定分野：経済産業省における検査の実施及びそのポイント勉強会、審査員

連絡会等

・生活安全分野：カビによる材料劣化現象に関する勉強会等

⑤ チャレンジ課題の提案

自発的に問題意識を持ち前向きに取り組む人材の育成を目指し、年度当初の各職員

の業績評価票作成時において減点対象としないチャレンジ課題の提案・設定を推奨し

た。その結果、５２件の提案がありそれぞれ実行された。

⑥ 組織にとって有用な自己研鑽研修への支援



- 25 -

大学院等が土日を中心に実施する社会人向け講座を職員が自発的、意欲的に受講し、

かつ、その内容が組織にとって有用な場合は、学費及び旅費を支給する制度を設け支

援することとした。

（２）戦略的人材育成

① 人事交流

人材の育成及び活用、ナイトの組織運営の活性化を図るため、以下の組織と人事交

流を行った。

・経済産業省：出向７名、受入１０名

② 国際会議等への参加

若手職員に、国際会議での発表、意見交換、海外調査等を通じた実務経験を積ませ、

ナイト職員としての資質を高めるため、３０代以下の職員延べ３２名を積極的に参加

させた。

・国際会議への出席：韓国国際製品安全ワークショップ、日台技術協力専門家会合、

第１６回 ＡＰＬＡＣ年次総会（ＧＡ) 会合、第１２回世界微生物株保存会議等

・海外機関への調査：ＣＲライター規制制度等調査及び情報交換、タイ工業省訪問、

企業との合同微生物探索（ベトナム）等

③ 外部専門家の人材登用

・社会・行政ニーズの変化に対応した業務の高度化を図るため、専門能力を有する人

材５名を選考採用し、即戦力として活用した（バイオ分野４名、適合性認定分野１

名）。

・ナイト内の人材育成では得られない高度の専門性や多様な経験を有する専門家２０

名を採用（非常勤職員）した（化学分野９名、適合性認定分野４名、生活安全分野

７名）。

・このような人材登用を通じ、保有する専門技術に関する人材育成及び組織の活性化

を図った。

２．戦略的な広報の実施

（１）広報活動・営業活動の推進

① 生活安全分野

・消費生活センター、消防機関、工業会等の要請に応じて講師を派遣（１８４件）。

・生活・安全ジャーナル第９～１０号を作成し、ホームページ上で公表した。

・原因究明登録機関（８９機関）の登録内容等を更新し、全国の消費生活センター等

へ配布するとともに、ＨＰで公表した。

・小学校高学年向けの製品安全教育の教材（ＤＶＤ映像と解説書）を作成し、都道府

県の教育委員会へ活用を働きかけるとともにホームページ上で公表した。

② 適合性認定分野

・ＪＣＳＳでは、ＩＬＡＣ方針の見直しに基づく、ＪＣＳＳ校正証明書における校正

の不確かさの表記方法をＧＵＭ（測定の不確かさガイド）に基づいてより正確に表

記（信頼の水準約９５％の表記を新たに追加）する必要があり、ＪＣＳＳ校正証明

書の表記の移行に係る説明会を２回（東京、大阪）開催し、関連技術情報の提供を
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行った。

・ＪＮＬＡでは、ＪＮＬＡ制度の普及を目的として、ＬＥＤ照明の業界団体と定期的

に会合を持ち、ＬＥＤ照明に関する業界の認定ニーズや動向について情報交換を実

施。

・各種、雑誌、業界新聞への投稿等を実施し、認定制度の紹介等広報を行った。

③ 化学物質管理分野

・自治体職員体向けＰＲＴＲデータ活用セミナー、経済産業省主催の自治体職員向け

化学物質総合評価管理研修、自治体・事業者向け化学物質管理セミナーキャラバン

や自治体及び事業者団体等からの個別講演依頼に応じて、職員を講師派遣（６１件）

し、ホームページから提供している情報やツールの利用普及を図った。

・横浜国立大学と共同で社会人講座を開催、日本水環境学会と企画セッションを主催、

内閣府等とシンポジウムを開催するなどして、化学物質管理センターの成果の普及

を図った。

・メールマガジン【ＮＩＴＥケミマガ】の配信を開始した。化学物質管理に関するサ

イトの新着情報、報道発表情報等をリンクとともに掲載し、毎週、無料で配信する

サービスである。これにより、読者は各省庁等において個別に掲載されている化学

物質管理に関する最新情報を一括で入手可能となる。登録者数は、平成２３年３月

末現在約２，３００名。

・小冊子「化学物質と上手に付き合うために・・・－化学物質のリスク評価－」を東

京都内の６２の教育委員会に送付、依頼のあった１８の中学校に合計約４，６００

部送付し、化学物質管理に関する教材として活用された。

・化学物質管理に関する情報を広く一般に周知するため、ホームページを利用し、法

規制情報、有害性情報、リスク評価関連情報などについて、随時更新し（約１００

回）最新情報を提供している。また、化学物質管理センター業務を紹介するため、

化学物質管理センターパンフレット（約８，０００部）やCHRIPパンフレット（約５，

６００部）などを講演会やセミナー等において配布した。

④ バイオテクノロジー分野

・バイオテクノロジー本部内に広報・営業チームを設置し、効果的な広報活動をする

ため検討を行い、営業要素の強いパンフレットの作成やサービス内容を記載した名

刺等を作成し、広報に活用した。

・国内のバイオ産業団体、大学、研究所等との連携を図りつつ、イベントや学会での

発表・展示やインターネット、新聞等のメディアを利用しての広報活動を行い、ナ

イトが保有する生物遺伝資源に関する様々な情報の利活用を促進した。

（２）成果発表会の開催、展示会等への参加

① 生活安全分野

・業務報告会を東京（315人参加）と大阪（303人参加）で開催し、業務内容の結果を

関係機関・企業等に直接情報提供し、ナイトの業務について周知を図るとともに関

係機関等との連携を深めた。

・主婦連講座「知の市場」を東京（85人参加）と大阪(35人参加）で開講し、製品安全

の知識普及に貢献した。
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・経済産業省が主催する「製品安全セミナー」に講師を２０回派遣し、パネルや事故

品等の展示を行い、積極的な啓発活動を行った。

・経済産業省と共催で「製品安全総点検セミナー」を開催した（11月15日）。

② 適合性認定分野

・分析展２０１０、国際計量計測展 INTERMEASURE2010、計測標準フォーラム第８回合

同講演会（ポスターセッション）に出展。また、計測展２０１０ OSAKAの無料セミ

ナー・計測標準フォーラム第８回合同講演会において、ＪＣＳＳの広がりをテーマ

に講演を行った。その他、分析展２０１０でＪＣＳＳ標準物質に特化した広報活動

をＮＭＩＪ、ＣＥＲＩと合同で行った。

・建築・建材展２０１１では、光触媒工業会のブースにて、ＪＮＬＡ制度についてパ

ネル展示の協力をし、情報提供を行った。

③ 化学物質管理分野

・成果発表会を東京（参加者２６２名）及び大阪（１５０名）の２会場で開催した。

内容は、職員発表、理事長による基調講演、ポスターセッション、及びCHRIPなどの

ミニセミナーから構成。多数の来場者に成果を報告し、個別業務に関する意見を交

換した。

・日刊工業新聞社等が主催する「２０１０洗浄総合展」（入場者数約２万人）の特別

企画ＶＯＣ対策ゾーンに特別協力として参加し、ＰＲＴＲデータ過年度比較報告書

を配付した。

④ バイオテクノロジー分野

・世界的関心の高いCOP10の名古屋開催にあわせて、10月に国際シンポジウムを開催し

た。本シンポジウムでは、外国からの参加者３２名を含む１１２名の参加があった。

また、TVカメラの取材も実施された。

・COP10の会場にて実施された生物多様性フェアへ出展し、ナイト、経済産業省、JBA

の業務紹介を実施し、５００名以上の参加者が訪れた。

・外部機関主催の展示会としては、食品微生物学会、放線菌学会、防菌防黴学会など

の学会への出展及び学会誌での広告掲載を行った。バイオ関連企業や団体の総合的

な展示会であるバイオジャパンへの出展の他、国際医薬品原料・中間体展、バイオ

エキスポへの出展を行い、バイオテクノロジー本部のサービスのPRを行った。

（３）マスコミを通じた積極的な情報発信

ＮＩＴＥ懇話会を開催（２回）し、ナイトについての理解を深めプレス発表の効果を

高めた。

① 生活安全分野

・プレスリリースによる事故防止のための注意喚起を「ライター」、「ガスこんろのグ

リル」及び「扇風機、換気扇」等について、１２件行った。

・マスメディアからの事故内容、事故件数等の問い合わせ及び再現実験映像の提供依

頼について、１４８件対応した。

・上記の結果、新聞掲載８９回（５大紙６３回）、テレビ報道１８２回（全国放送１

７４回）、ラジオ放送２回取り上げられた。

・プレスリリースのテーマに則したミニポスター（再現実験映像を含む）を１４種類
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作成し、ホームページ上で公表した。

② 適合性認定分野

・ナノものさし標準物質のRMinfo登録に際して、当該登録機関（大学）が行ったプレ

ス発表の場において、認定センターからRMinfoの概要を説明する広報活動を行った。

③ 化学物質管理分野

・ＣＭＣレターをマスコミに配布し、化学物質の安全性への関心の向上を図った。

・「ここまでわかるあなたの街の大気汚染 －シュミュレーションによる大気濃度の

推定」をテーマにＮＩＴＥ懇話会を開催した。

④ バイオテクノロジー分野

・「NITE懇話会」を含む３件のプレスリリースを行った他、COP10関係の取材があり、

ＴＶ９番組、新聞２６報に掲載された。

・専門誌で１７報の研究成果を発表し、４６件の学会発表（口頭２４件、ポスター２

２件）を行った。

（４）ナイトの業務全体の理解浸透、支持者・支援者の拡大

① 生活安全分野

・主婦連講座「知の市場」を東京（85人参加）と大阪(35人参加）で開講し、製品安全

の知識普及に貢献した。

・事故防止のための啓発リーフレット「夏の事故」、「冬の事故」及び「新生活スター

ト」等６種類を作成し、ホームページ上で公表すると共に全国の消費生活センター

等へ配布した。

・消費者へ注意喚起をしたり、リコール情報を届けるため「こんな事故にもご用心」

及び「リコールなど注意を呼びかけています」ちらしをそれぞれ２０号、１９号ま

で２４種類作成し、ホームページ上で公表した。

・「ＰＳマガジン」を定期的に２４回及び「被災時の製品事故の防止について」等特

別号２回を配信した。配信登録者拡大のため全国市町村福祉協議会、全国の小・中

・高校長会、リサイクルショップなどへダイレクトメールを１０，７２９通発送し、

読者数を７，４９４名に拡大した。

② 適合性認定分野

・認定センター審査員研修にＪＡＣメンバーの受講者を受け入れ、ＪＡＣ活動に貢献

した。

・認定センターアドバイザーから、ホームページに対する問題点、わかりやすさ等に

配慮した改善提案を受けてホームページに反映し、ホームページを充実させること

ができた。

・１２月に国内外から講師を招いて合同セミナー（ＪＬＡＣ技術情報セミナー）を開

催し、試験所・校正機関認定制度にかかわる国際的・技術動向についての情報提供

を行った。

③ 化学物質管理分野

・渋谷区教育委員会が主催する子供向けの科学イベント「ハチラボ科学フェスタ」（来

場者数 約１，６００名）に、製品安全センター及びバイオテクノロジー本部と協

力し出展、来場者にナイトの業務内容や化学物質管理の考え方等を紹介した。
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④ バイオテクノロジー分野

・地元新聞社の他、木更津市役所等でも見学会等イベントやトピックスについて情報

を発信してもらえるような体制を整えた。

・「かずさの森の微生物教室」開催；地元地域の小学生を対象にかずさ地区にて微生

物教室を開催した。地元の小学生１４人が参加。

・相手の要望に合わせた適切な見学対応を実施した。２２年度かずさ地区の見学者数

４５０名、本所見学者数３５名。

３．マネジメントの改善

（１）企画管理機能の強化

①リスク管理

・２２年度業務管理シートに、業務リスク及びそれらの対応を記載し、各課室の日常

業務における実効性あるリスク管理の定着を図った。

・リスク管理委員会を開催し、組織全体のリスクについて、共通認識を図るとともに、

各部門におけるリスク対応を再調査し、リスク事例の情報共有を行った。

・ガス消費機器設置工事監督者資格講習修了試験の出題問題に誤りがあることが判明

したことについて、ホームページ上で出題の誤りについて公表するとともに、試験

問題作成のチェック体制、再発防止策について検討を行い、その結果を原子力安全

・保安院に報告した。

・試験所の技術的能力等の審査に用いる書類の一部を、当該審査業務に携わる非常勤

職員が電車内に置き忘れたことについて、ホームページに書類の紛失についての事

実を公表するとともに、すべての常勤・非常勤職員に対して情報の取り扱いや、紛

失事故発生の場合の対応について、周知徹底するなどの措置を講じた。また、RCA手

法注）を用いて根本原因分析を行い、その結果に基づいて実施要領、手順書等のマネ

ジメントシステム文書の見直し、職員の教育、危機管理の具体的手順化等の再発防

止対策を検討し、策定した。

・資格講習修了試験の出題問題の誤り、認定業務における審査書類の置き忘れについ

ては、適切なタイミングで幹部に報告されず組織的対応が遅れたことから、ナイト

の組織文化まで立ち返った根本原因分析と、対応策を検討した。その結果、組織文

化の向上、統制環境の整備を図るための基本ルールを策定あるいは見直を２３年秋

を目処に行い、統制活動を支援する仕組みを構築、運用することで、職員のリスク

の予見力、危機管理対応能力等のスキル向上を図ることとしている。

・ナイト職員を対象としてリスクマネージメント勉強会を２回開催し、ナイト職員の

リスク管理に対する意識の向上を図った。

・東日本大震災に対しては、直ちに災害対策本部を設置し、ナイトの被害状況を迅速

に把握するとともに、微生物のバックアップ事業について、物資の入手が困難な中、

自家発電用の燃料、液体窒素の確保を行い、微生物を死滅させることなく保存した。

また、ガス資格有効期間の延長、震災により受講できなかった者のための講習会場

の手配、MLAP、JCSSの有効期限の延長等、適切な対応を実施した。

注）Root Cause Analysis(RCA)手法：不具合や事故が発生した後に、その背後に
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潜むシステムの問題及びヒューマンファクターを探る手法

② 内部統制

・内部統制について、八田進二青山学院大学大学院教授（企業会計審議会内部統制部

会部会長）による講演を行い、職員の理解を高めた。

・内部統制システムの整備に伴い、今年度は、日常業務でのＰＤＣＡサイクルの定着

を図るため、内部統制の運用に係る具体的な仕組みを講じた。具体的には、職員参

加による理事長ヒアリングを３シリーズ（延べ２１回）行い、２３年度予算編成方

針をとりまとめ経営方針に反映するとともに、若手職員による中長期戦略の検討の

ための会合（分野別戦略ＰＴ）を２０回開催し、職務等の重要性について認識させ

るとともに参加意識を高めた。

・当ナイトの第３期のミッションが、社会的リスクの低減を図ることであることから、

４部門が一体となり、横断的な社会的リスクの検討を行った。具体的な検討プロセ

スにおいては、外部有識者による検討会合も開催し、製品安全、化学安全、バイオ

安全に関するリスク低減のための共通点、相違点を整理した。

・４つの独法や非営利法人等から独法における内部統制の取組みについて、相談があ

り、当ナイトの内部統制を紹介し、個別に相談に応じた。

・行政刷新会議、行革本部、総務省独法評価委員会による独法業務の見直しについて、

ヒアリング資料、説明資料を作成し回答した。

・内部統制の充実・強化の観点から、全所的に５Ｓ活動を推進することとし、そのた

めの準備として、外部公的機関の取り組み状況の調査及び書類の管理状況を把握す

るための実態調査を企画管理部で実施した。これらの調査結果を基に３月に起きた

東日本大震災等での教訓を踏まえて、今後、書類の整理、整頓の推進のみならず職

場の安全・節電対策も含めた方策を検討するとともに、ＮＩＴＥ改善活動（ＣＮＮ

：Challenge Next NITE）として、全所的に水平展開していく予定。

（２）目標管理制度による効果的な業務運営、職務行動評価制度の導入等

○目標管理制度

・職員の自主性、自発性を高め、効率的かつ着実に業務を進めるため、幹部レベル、

課長レベル、若手レベルの検討会を行いつつ、長期ビジョン策定・フォローアップ

を実施。同時に、第３期の中期目標・計画の検討を行った。

・業務目標、年度実績等について各部門等の理事長ヒアリングを３シリーズ（延べ２

１回）行い、２３年度予算編成方針をとりまとめるなど経営方針に反映するととも

に、若手職員による会合（分野別戦略ＰＴ）を２０回開催し、中長期戦略の検討を

進めた。

・長期ビジョンから個人の業務目標まで一気貫通のマネジメントを実現するため、業

務管理シートの記載項目、記載内容の見直しを行った。

○職務行動評価

・人事評価制度を充実するため、職務行動評価（能力評価）制度については、３年間

の試行結果をもとに平成２２年度から職務行動評価（能力評価）の運用を開始した。

・職務行動評価結果から昇給・昇格・人事異動に反映するとともに、評価結果を職員

にフィードバックすることによって、本人の能力開発、人材育成が適切に実施でき
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るよう、管理職を対象とした研修及び職務行動評価結果の昇給への反映方法につい

て全職員を対象とした説明会を開催し、本制度の周知・徹底を行った。

（３）アウトカム評価の活用による成果の普及

① バイオテクノロジー分野

平成14年～平成22年3月までの期間に日本国特許に出願・公開されたNBRC株が記載

された特許公報の掲載情報を整理するとともに、利用されている菌株における経済的

な波及効果を調査した。

② 化学物質管理分野

・CHRIPを利用している事業者のうち約９０％から収載内容について概ね満足であると

の評価が得られた。主な利用内容としては、国内外の法規制情報の確認（約５２％）、

ＧＨＳ対応ラベルやＭＳＤＳ作成（約１３％）、労働安全衛生面での安全性の確認

（約１３％）、出荷製品に対するや安全性の確認（約１０％）などであり、化学物

質管理の推進に貢献していることを確認できた。

なお、認知度が約３９％（１９年度調査）から約４３％（２２年度調査）と上昇し、

広報の成果も現れている。

・PRTR届出対象事業者に対する調査の結果、ナイトが提供するPRTRに関するサービス

である、PRTR、MSDS制度に関する法律情報（約４２％→約５５％） 注）、PRTR対象物

質に係るデータベース（約４２％→約５５％）注）、排出量算出方法に関する技術的

情報（約３１％→約４２％）注）、電子届出ファイル作成支援サービス及び電子届出

サービス（約３９％→約６０％）注）、PRTRサポートセンター（約１７％→約２３％）

注）、PRTRけんさくん（PRTRデータ検索システム）（約２１％→約２２％）注）、ＰＲ

ＴＲ届出データの過年度比較（約２０％→約２３％）注）など、いずれも利用度が増

加しており、成果の普及が着実に図られていることが確認できた。また、上記情報

等を利用している事業者の約９５％からは、どの情報等も概ね満足であるとの評価

も得られている。

・PRTR公表データの利用内容としては、自社工場からの排出量について、全国レベル

や都道府県レベルでの位置付けの確認（約３１％）や同業他社との比較による自社

対策の進み具合の把握（２１％）、自社工場からの排出量に関する排出抑制計画の

策定（１５％）、近隣工場からの排出状況の把握（１２％）など、約８０％が化学

物質排出抑制に関するものと考えられ、PRTR公表データは、自主管理のインセンテ

ィブとして役割を果たしていることも確認できた。

・自治体に対する調査の結果では、PRTR業務におけるナイトの支援は、作業軽減（約

５３％）、業務の質の向上（約１２％）、情報の質の向上（約１９％）などに寄与し

ており、自治体の約８０％以上が自己の業務に貢献しているとの高い評価が得られ

ている。

注）括弧内の「→」を挟む右及び左の数字については、１９年度及び２２年度

のアウトカム調査結果に対応

③ 適合性認定分野

１８、１９年度のＪＣＳＳ制度、ＪＮＬＡ制度、２１年度のＭＬＡＰ制度に続き、

ＡＳＮＩＴＥ制度の社会での使用度、貢献度を確認することを目的として、アンケー
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ト調査、ヒアリング調査を実施して指標データの収集を行い、また、その分析結果か

ら制度の課題をより明確にすることにより今後の改善が可能かどうかを見極め、効果

的な今後の運営に資するための調査を実施した（ＡＳＮＩＴＥ認定事業者へのアンケ

ート４１件、ヒアリング６件）。調査の結果、審査・検査の各プロセスに対する評価

も高く、審査の運営全体についての満足度は概ね適切であったこと、国際規格に適合

した認定取得に加えサービスの品質が安定・向上した等の結果から認定制度の有効性

が見られたこと、ＡＳＮＩＴＥのホームページ等の情報提供についての満足度は概ね

適切と判断できる結果が得られたこと、ＡＳＮＩＴＥ認定取得が、認定事業者の顧客

に対する信頼性の向上につながったとあげられていること等から、ＡＳＮＩＴＥ制度

については一定の評価が得られていることが確認できた。

④ 生活安全分野

製品事故の未然防止をねらって、注意喚起のプレス発表を行っている。そのプレス

発表が、ＴＶ、新聞等で放映・掲載されるが、視聴した消費者がどの程度、製品事故

防止のための行動を起こしているか未知数であり、その効果も不明であることから、

ナイトがプレス発表した事案について、消費者に浸透しているかについてウェブによ

るアンケート調査を行った。その結果、事案の認知度があまり高いとは言えないこと

が分かったため、消費者に効果的にアピールできるプレスリリースの工夫に取り組む

こととしたい。また、消費者センター、消防、業界団体、事業者が当該報道後、どの

ようなアクションを取ったかを併せて調査した結果、消費者センターは、ちらし、ポ

スター等、消防は、講習会の教材、事業者は、自社のリスクアセスメントに、それぞ

れ活用していることが判明し、かつ活用コンテンツの質については、高い評価を得ら

れた。

Ｂ．バイオテクノロジー分野

１．生物遺伝資源に係る情報等の提供業務

（１）生物遺伝資源の戦略的収集・保存・提供

国際レベルのＮＢＲＣ（国家生物遺伝資源情報機関）として、研究機関や産業上有用

な微生物の生物遺伝資源を戦略的に収集し、継続的に保存・提供するため、以下の業務

を実施。

① 有用機能等の探索源となる微生物の収集・保存・提供

【アジア各国・日本国内での微生物探索】

アジア３ヶ国（ベトナム、モンゴル、ブルネイ）でと二国間による微生物探索を実

施。国内外（特にアジア地域）の様々な環境より有用機能等の探索源となる微生物（ス

クリーニング用株）を７，９８８株収集保存。（第二期累計：３４，５７８株）

《ベトナム》

・ホアンリエン国立公園及びカッティエン国立公園等において採集した土壌・落葉・

発酵食品などの試料より、合計１，３８６株（糸状菌５００株、放線菌５００株、
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酵母７７株、細菌２９１株、藻類１８株）を分離・選択し、日本へ移転し保存した。

・なお、微生物探索には、日本企業３社との合同探索を行った。

《モンゴル》

・テレルジ国立公園や周辺のゲルにおいて採集した土壌・落葉・発酵乳などの試料を

分離・選択し、日本へ移転した。

《インドネシア》

・インドネシアにおいて２０年度に分離し移転していた石油分解菌の分離源と生物活

性の情報を整理し１８３株（細菌１７９株、放線菌４株）の保存を行った。

《ブルネイ》

・テンブロン国立公園及びスンガイ・リアン森林公園において採集した土壌・落葉な

どの試料より、糸状菌、放線菌、細菌を分離・選択し、日本へ移転した。

《国内》

・千葉県内、秩父、八重山列島などにおいて採集した土壌等の試料から、合計１，７

７７株（放線菌１，７７３株、糸状菌４株）を分離・選択し保存した。

・外部機関から譲渡された菌株のうち４，６４２株（糸状菌２５株、放線菌４，６１

７株）の整理・保存作業を終了した。

【スクリーニング用株の提供】

・CBD（生物多様性条約）を遵守した契約により国内企業及び大学等に新規２，１３３

株を含む１０，３０４株を提供。

【培養ブロスによる提供】

・２１年度に引き続きJBIC（化合物等を活用した生物システム制御基盤技術開発）か

らの依頼を受け、糸状菌３９０株、放線菌４８０株の総計８７０株を複数の培地を

用いて培養し、１，７４０ブロスを提供した。

②他機関の研究成果である微生物の収集・保存・提供

国内外から微生物株１，８６２株を収集し、品質確認し、保存した。（第二期累計

：１０，２１７株、ＮＢＲＣ株累計：２７，０７１株）

・微生物の分譲株数は、過去最高の８，９２３株であった。

③DNAクローンの収集・保存・提供

・ゲノム解析株のDNAクローンを１５，１３０個収集するとともに、提供用ゲノムDNA

の種類を１４種類増加した。（第二期累計：ＤＮＡクローン１１４，２９４個、ゲ

ノムＤＮＡ４２種類）

・微生物DNAクローン、ヒトｃDNAクローン、ヒトGatewayクローンの合計提供数は、３

８０個、ゲノムDNAの分譲数は５１個であった。

④生物遺伝資源の提供体制強化と利用促進

・生物遺伝資源の国際的水準の品質を確保するため、１８年度に生物遺伝資源部門で

認証を取得したISO9001によるマネジメントを維持。

－マネジメントレビュー（４回／年）、顧客満足度調査（アンケートを実施）、ゲノ

ム情報を活用した品質管理、利用者からの問い合わせに対する指導・回答（1,500件

以上）。

平成２２年１１月に定期審査を受けた結果、指摘事項はなく、継続が認められた。
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・各課から人員を集結して利用促進に係るチームを立ち上げ、利用促進を目的とした

パンフレットやチラシの作成及びそれらのイベントや学会等での配布、ＰＲを行う

ことによる認知機会を増やすことによる利用促進を図った。

・生物遺伝資源の保存方法、培養方法等の利活用に関する様々な情報を利用者に提供

するため、メールマガジンを隔月で配信した。現在の登録会員数は約１，１００人。

・利用者から要望のある微生物の基本的な取扱いに係る実験講習会を開催し、微生物

の利用促進を図った。

（２）国内及びアジア諸国との生物遺伝資源機関ネットワークの構築

①国内生物遺伝資源機関とのネットワークの構築

・日本微生物資源学会(JSCC)参加23機関中、ナイトを含め４機関のJSCC統合オンライ

ンカタログのデータ更新を行い、公開継続中。公開微生物の総数は５８，５１８株

となる。

②アジア諸国との生物遺伝資源機関(BRC)ネットワークの運用

・１９年度に公開した日・中・韓・タイによるアジア統合データベース（ABRCN）にフ

ィリピン５機関を新たに加え、着実に運用した。現在は、ＮＢＲＣ株１３，１１３

株に加え、ＣＧＭＣＣ（中国 ９，５５８株）、ＫＣＴＣ（韓国 ５，４６６株）、

ＢＣＣ（タイ １，０８８株）、フィリピン（ＰＮＣＭ、ＵＬ、ＭＣＣ－ＭＮＨ、

ＵＰＣＣ及びＩＴＤＩ－ＭＣＣ、計４，０３８株）の検索が可能となっている。

・１０月に東京で「アジア微生物資源の保全と持続可能な利用のための国際シンポジ

ウム」を主催し、併せて第７回アジアコンソーシアム（ＡＣＭ）会合を開催した。

参加国によるパネルディスカッション、カントリーレポートの報告等を通して、参

加機関の現状把握と問題点の収集を行い、今後のＡＣＭを拡大する方向で基本的認

識を形成した。

・人材育成タスクフォースのための情報交換と議論促進のため、各国からの代表によ

るグループを作り、ＡＣＭの人材育成トレーニングコース実施のための助成やテー

マについて各国の情報を収集している。

・中国・韓国・タイの機関と積極的に微生物資源の交換を実施し、相互補完を進めて

いる。

・インドネシア海外事業のために、独立行政法人国際協力機構（JICA）と独立行政法

人科学技術振興機構（JST）が連携して実施する「平成２２年度地球規模課題対応国

際科学技術協力事業｣に採択され、インドネシアに生物遺伝資源センターの構築等を

行う事業に着手した。

③ GBRCN枠組み構築への貢献

・生物遺伝資源機関ネットワーク（ＧＢＲＣＮ）実証プログラムに参加し、同プログ

ラムの認定制度の検証を着実に実施した。

④ データベース等の充実と情報等の利用促進

・解析されたシーケンス情報をデータベースに追加し整備・充実を行った。シーケン

ス情報の登録数は１９，７０１で、内訳は糸状菌１０，５３７、細菌６，０７１、

酵母１，３９４、古細菌２２３、藻類９６である。

・国内のバイオ産業団体、各地域のバイオクラスター、大学、研究所等との連携を図
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りつつ、イベントや学会での発表・展示やインターネット、雑誌、新聞等のメディ

アを利用しての広報活動を行い、ナイトが保有する生物遺伝資源の種類や性質、提

供しているサービス等様々な情報の利活用を促進した。

・各課から人員を集結して利用促進に係るチームを立ち上げ、利用促進を目的とした

パンフレットやチラシの作成、およびそれらのイベントや学会等での配布、ＰＲを

行うことによる認知機会を増やすことによる利用促進を図った。

（３）ゲノム解析等基本的機能の充実と社会的貢献

【ナイトが保有する微生物株のゲノム解析】

生物遺伝資源に関する情報を整備し、付加価値を高めて利活用を促進するため、ナ

イト保有の微生物株の中から、分類上の基幹となるもの（ａ.系統分類上の基準となる

株、ｂ.潜在的な利用価値の高い分類群の標準株）を選定し、大学、企業等の共同事業

先等と協力し、ゲノム解析（遺伝子領域・機能の推定、遺伝子の発現解析等）及びそ

れらの情報整備を行った。

・遺伝子領域・機能の推定は、土壌改良等の環境汚染対策への応用が期待される好酸

性細菌アシディフィリウム属細菌、リグニンのバイオマス利用が期待される低分子

リグニン分解菌スフィンゴビウム属細菌、富栄養湖等のリン酸除去への利用が期待

されるリン酸蓄積菌ミクロルナタス属細菌、水処理に関係する脱窒作用の知見が見

込まれる新規性の高い海洋性細菌フィシスファエラ属細菌（４菌）の遺伝子領域・

機能の推定を完了した。

・遺伝子の発現解析については、有機溶媒耐性菌（２菌）による非水系バイオプロセ

スを考慮した有機溶媒重層培養法や物質変換系を構築して発現タンパク質の網羅的

解析を実施し、有機溶媒接触時の代謝や有機溶媒耐性に関係する遺伝子の発現リス

ト等の解析情報を得て、微生物機能利用のための技術基盤整備に貢献した。また、

バイオエタノール生産の糖供給研究を促進するためのセルラーゼ探索を実施し、３

０株（約２００サンプル）のバイオマス分解関連酵素の部分配列を取得し、天然酵

素系の存在を確認するなど、酵素糖化・効率的発酵に資する基盤研究に貢献した。

・ゲノム情報の整備としては、抗生物質セタマイシン生産菌のキタサトスポラ属放線

菌、汚泥のバルキング（膨化）の抑制が期待される糸状性細菌アナエロリネア属細

菌、土壌改良等の環境汚染対策への応用が期待される好酸性細菌アシディフィリウ

ム属細菌（３菌）のゲノム情報のほか、麹菌の発現タンパク質の解析結果に関する

プロテオーム情報について、データ公開を行った。また、食用以外でも製紙や医療

材料分野などへの応用が可能なセルロース生産菌グルコンアセトバクター属酢酸菌、

低温でも効率的にアルコール発酵を行う我が国の代表的な清酒酵母きょうかい７号

株（２菌）のデータ公開準備が完了した。これらの公開情報は、各菌株の特徴的な

性質とそのメカニズムの解明に役立ち、今後の研究開発と産業利用へのデータ活用

が期待される。

【社会的・政策的に価値の高い微生物のゲノム解析】

・インフルエンザウイルスの大規模解析について、昨年度流行した新型９１株、Ａ香

港型９７株、Ｂ型１１８株の総計３０６株の解析を迅速に実施し、配列データの取

りまとめ、系統解析、薬剤耐性変異・強毒化変異の有無について解析し、新型及び
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流行性インフルエンザの監視に役立てられた（感染研との共同事業）。また、これ

らの成果は、WHOのインフルエンザワクチン選定会議や、インフルエンザ薬耐性株サ

ーベイランスネットワーク会議へ資料として提供され、流行株の正確な予測や薬剤

耐性株の監視体制の強化などに役立った。

（４）海外資源国との二国間協力体制の構築

【二国間協力における共同事業の実施】

アジア各国と以下の事業を実施。

これらの利益配分の一貫として各国にてワークショップを開催し、海外資源国との

連携を強化した。

《ベトナム》

・微生物の分類学、生態学に関する技術協力に加え、２１年度に引き続きベトナム側

の要望を受け、バイオマスに活用できる微生物（糸状菌・放線菌）の探索を実施し

た。

・１～３月にかけてベトナム微生物探索プロジェクトのメンバー２名を招へいしてナ

イトで共同事業を実施した。

《モンゴル》

・各種乳製品から微生物を収集する等、企業による要望の多い食経験のある乳酸菌と

酵母の収集活動を強化した。

・招へい者の病気により途中で中止になったものの、１０月～１１月にかけて共同事

業先のメンバー１名を招へいするとともに、微生物の同定に関する能力構築を行っ

た。

《ブルネイ》

・４月に共同事業先等のメンバー３名を招へいすると共に、微生物の同定に関する能

力構築を行った。

・ブルネイの菌株を日本のユーザーが利用できるように、ＭＴＡ交渉を行った。

《インドネシア》

・ＢＲＣ型ＭＯＵを締結に向け調整中。（３月締結予定だったが、東北関東大震災の

影響で延期）

・インドネシア科学院(LIPI)生物学研究センターより１名、中国科学院微生物研究所

から１名の職員を受け入れ、研修を行った。また、JICAからの集団研修で６月に７

名を５日間受け入れ、微生物の保存方法、分類同定方法などについて実習と講義を

行った。

《タイ》

・タイ国遺伝子工学バイオテクノロジーセンター（BIOTEC）との間で結ばれた「生物

遺伝資源の保全と持続的利用に関する包括的覚書」（MOU）及び「共同事業に関する

プロジェクト合意書」(PA-1, PA-2)に基づき、微生物の分類及び利用に関する共同

事業を着実に実施した。

《中国》

・中国科学院微生物研究所（CGMCC）と継続しているMOUに基づき、20株を入手した。

《韓国》
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・韓国の主要なカルチャーコレクションのひとつであるKACCと３年間の共同事業（韓

国で分離された未同定微生物株の分類学的研究、微生物分類手法の開発、微生物株

の双方のコレクションへの保存）の２年目を実施し、１８７株の提供と２０株の寄

託を受けた。

【ＡＣＭ－７の開催】

・１０月に日本にて、第7回ACMを開催し、各国間での意見交換が行われ、「かずさス

テートメント」をまとめると共に、アジア地域における生物遺伝資源の保全と利用

促進を目的とする多国間協力体制の強化がより一層図られた。

・「アジア微生物資源の保全と持続可能な利用のための国際シンポジウム」を同時期

に開催し、各種の講演、討論、ポスター発表を行った。

【生物多様性条約締約国会議(COP)への対応】

・7月にモントリオールで開催されたABSワーキング会合に参加し、特に国際的制度（I

R)に関する議論の動向とEU提案について情報を収集した。

・COP10のサイドイベントを経済産業省、JBA、ナイトの共催で行い、その中でインド

ネシア、モンゴルにおけるナイトのABSの取り組みや、ACM7で合意された「かずさス

テートメント」の紹介が行われた。

・COP10中に開催された生物多様性交流フェアの経済産業省ブースにおいて、ナイトの

ABSの取り組みを紹介した。

・COP10開催前及び開催中において、多くのマスコミの取材を受け、ボンガイドライン

に基づくABSの実例として、ナイトの取り組みを例に紹介し、日本政府のCOP10対応

を支援した。

（５）特許微生物寄託業務

特許微生物の有効利用のため、特許法施行規則及びブダペスト条約に基づく寄託機関

として、生物遺伝資源機関としての機能との連携を図りつつ、産業界のニーズを踏まえ

た、寄託者にとって信頼性と利便性の高い業務体制を構築し、微生物の特許寄託業務を

的確に実施した。

【特許微生物の寄託等事業の実施】

・２１年度に引き続き、ナイトの知名度向上、特許寄託制度への理解を深めること及

び新規ユーザーの獲得を目的に学会、イベントへの参加、企業、大学等への出張説

明等の広報活動を積極的に行った。

・特許微生物寄託２０１件を受領した。

・２１年度に寄託された微生物は天災等での死滅、消失を回避するため、東北支所へ

のバックアップ保管を行った。

【特許寄託機関の統合】

経済産業省行政事業レビュー、行政刷新会議等において産業技術総合研究所特許生物

寄託センターとの統合が明記されたことを受けて、統合に係る諸問題の整理を行った。

２．カルタヘナ担保法関係業務

（１）カルタヘナ担保法に基づく立入検査業務

経済産業大臣からの指示に基づき、法令遵守状況の確認のための立入検査４件を実施
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し、その結果を経済産業大臣に報告した。

（２）カルタヘナ担保法施行に係る調査業務

【カルタヘナ法に基づく大臣確認審査の支援業務】

・259件（48社）の大臣確認申請に対する申請書類の技術的な内容の確認を着実に実施

した。

・遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防

止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業省から提示されたＧＩＬＳ

Ｐ遺伝子組換え微生物のリストについて、経済産業省からの依頼を受けて、リストの

改正業務を実施した。名称の確認と安全性評価を実施し、作業結果については、学識

経験者より構成された「ＧＩＬＳＰ告示原案作成委員会」（２回開催）において助言

を得た後、告示原案を作成し、経済産業省へ提出した。

【遺伝子組換え生物の収去・検出技術の開発】

遺伝子組換え微生物が土壌に漏洩した場合を想定して、①土壌から微生物を単離し、

漏洩した遺伝子組換え体を特定する技術の開発、②不活化処理方法の検討とその有効性

を検証する手法の開発、に関する検討を行っている。内部での検討会（４回）、有識者

による委員会（２回）を開催し、助言を得た後、必要な調査及び実験を実施した。

【微生物の産業利用のリスク評価手法の開発】

一種利用におけるリスク評価を適切に実施するため、使用する微生物の安全性評価手

法と、環境中に導入した微生物による生態系影響評価手法の開発に今年度から着手した。

（環境中に導入する微生物の安全性評価手法）

有害菌（病原菌、日和見感染菌等）を判別するための情報（BSL3/2/及び日和見感染菌

合計874菌の種レベルの同定遺伝子情報を整備し、さらに土壌中で頻繁に検出される有

害菌のリストを作成した。

（環境中に導入した微生物の生態系影響評価手法）

環境汚染サンプルの網羅的菌叢解析（メタ16S/18SrRNA遺伝子解析）を実施した。

Ｃ．化学物質管理分野

１．化学物質総合管理情報の整備・提供関係業務

（１）化学物質の有害性等の情報の整備提供

化学物質総合情報提供システム（ＣＨＲＩＰ注））の整備を以下のとおり推進した。

業界団体や学会主催の講習会、ＪＩＣＡ等の主催する海外研修などへの講師の派遣、

成果発表会での実演などによりＣＨＲＩＰの普及を図った。この結果、月平均約９３万

ページ（年１１１９万ページ）のアクセスがあり、前年度比約１４％増となった。また、

個別リストのダウンロード件数は年間で１９,２８９件であった。

ＣＨＲＩＰの収載情報の更新については、更新の必要のないもの、ナイト内部で行う

必要のあるものを除く３７項目の全てについて、マニュアルの整備・改善を行いつつ、
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アウトソーシングを行った。

注）「化学物質総合情報提供システム」の英語名称「Chemical Risk Information Pl

atform」の略で、ナイトの登録商標

① 平成２１年度末までに収集整備した約５６００物質の法規制情報や有害性情報等に

ついて維持更新を行った。

② 平成２２年度に優先整備物質とした約３００物質について、構造式（約１００物質）

を整備し、物理化学性状(２７７物質)を調査した。また、ＣＨＲＩＰに収載する物質

について、名称の見直し６７１物質及び分子式の見直し（約１７，０００物質）を行

った。法規規制情報として、新たに土壌汚染対策法対象物質２５物質を追加した。第

二期までに５，８８５物質について優先的に整備を完了した。平成２３年度の優先整

備対象物質は約４５０物質とした。

③ 改正化審法の施行に併せ整備が必要な情報項目として、運用通知に係る化学物質、

優先評価化学物質、第二種及び三種監視化学物質、届出不要化学物質等を追加した。

また、ＪＡＰＡＮチャレンジプログラムで得られた情報については、Ｊ－ＣＨＥＣＫ

において２物質追加し、公開した。

④ ＯＥＣＤの調和テンプレートに対応したデータ項目を有するＪ－ＣＨＥＣＫ英語版

を開発し、ＯＥＣＤが運営する化学物質の有害性情報を提供するポータルサイトｅＣ

ｈｅｍＰｏｒｔａｌへ参加した。化審法既存化学物質安全性点検結果（分解性、蓄積

性、生態毒性に係るものに限る）の国際レベルでの更なる有効利用へ貢献した。

⑤ ＯＥＣＤ Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏｒｔａｌの電話会議及びＯＥＣＤ化学品合同会合につ

いて、経済産業省による対処方針（案）等の作成に協力し、専門家として会合へ出席

した。国際的な化学物質総合管理の情報収集、各国専門家との意見交換を行った。ま

た、化学物質総合管理情報の整備・提供等に関する事業の国際整合性を図るために、

アジア諸国における情報収集を目的とした調査を実施し、今後ＣＨＲＩＰなどに追加

すべき情報の詳細な検討を開始した。

⑥ 改正化審法の施行に伴う必要な情報の提供等のために、運用通知に係る化学物質、

優先評価化学物質、届出不要化学物質等のデータを収載できるようＣＨＲＩＰを改修

した。 また、ＣＨＲＩＰユーザー約３，０００人を対象としたニーズ調査により、

全ての収載情報項目（約６０項目）が利用されていること、アジア諸国の法令情報に

対する要望が多いこと（約４０％)が確認された。アジア諸国における化学物質管理

の情報については、別途調査を実施し、今後追加すべき情報として詳細な検討を開始

した(再掲)。

（２）化学物質のリスク等に係る相互理解のための情報の整備提供

① 事業者における化学物質管理やリスクコミュニケーションを推進するため、事業者、

自治体、ＮＰＯに対してニーズの把握を行った。この調査結果をもとに、ナイトから

提供する化学物質管理やリスクコミュニケーションを推進するために必要な情報や提

供方法について検討を開始したところである。また、本調査をもとに、各自治体にお

ける化学物質管理やリスクコミュニケーションの提供情報についてポータルサイトと

してとりまとめ、ナイトのウェブから公表した。

「身近な化学物質シリーズ（身の回りの製品に含まれる化学物質シリーズ）」の繊
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維製品については、原稿を完成させるとともに、化粧品、塗料等他の５種類について

も見直しを行い、平成２３年度に計６種類について公開予定である。

② 製品安全センター及びバイオテクノロジー本部と共同で自治体が主催する展示会（来

場者数：約１６００名）へ出展し、「化学物質と上手に付き合うために」の配布（約

１００部）を行い、普及啓発のための情報提供を行った。製品安全センターが主催す

る消費生活センターとのブロック会議（全国５ヵ所）において、「化学物質と上手に

付き合うために」を活用し、化学物質管理の考え方について説明を行った。

自治体職員向けの情報提供としてＰＲＴＲデータ活用セミナーを東京と大阪で開催

し、ナイトのホームページから提供しているリスク評価体験ツール、大気中濃度マッ

プなどを活用した簡易なリスク評価手法の提案及び実習を実施し３５道府県市が参加

した（２１年度は４３都県市）。また、自治体等が主催する講演や研修等への講師派

遣を合計２６回（２１年度は３３回）実施し、事業者及び自治体にＰＲＴＲデータに

基づくリスクコミュニケーションのあり方に関する情報提供を行った。このうち、長

野県で実施した講演は、高校教師を対象にしたもので、化学物質の安全対策や事故時

の対応も含めた化学物質の管理について講演を行った。

２．化学物質のリスク評価・管理に係る業務

（１）化学物質のリスク評価等

① 化学物質審査規制法（化審法）監視化学物質のリスク評価等

・平成２２年４月までに指定された化学物質審査規制法の第二種及び第三種監視化学物

質、延べ約１３５０物質について、評価に必要な有害性情報や製造輸入数量等届出情

報等を入手し、ナイトが提案し化審法関係３省審議会での承認とパブリックコメント

を経て決定されたスクリーニング評価手法により評価を行い、優先評価化学物質８８

物質を選定して、経済産業省等に提供した。結果は優先評価化学物質選定のための審

議会に提出、審議され、化審法に基づく優先評価化学物質の指定に利用された。（優

先評価化学物質として平成２３年４月１日公示）

・スクリーニング評価手法決定のための審議会に向け、評価手法についての審議会資料

原案の作成等、経済産業省等関係省に積極的に技術的な支援を行った。

・経済産業省からの要請により、第一種監視化学物質のＨＢＣＤ注）について事業者届出

情報等に基づきリスク評価を行い評価書に取り纏めて報告した。同リスク評価書は化

審法上の措置（有害性調査指示（鳥類の繁殖に及ぼす影響））の必要性について検討

する審議会用資料として利用された。

・以上のほか、リスク評価書のひな形としての利用及び詳細な評価のためのマニュアル

整備に備えた検討として、化審法監視化学物質から４物質を抽出し、より詳細な評価

を行い、リスク評価書に取りまとめた。

・化学物質排出把握管理促進法の対象物質等については、初期リスク評価を行った１５

０物質を対象として最新のＰＲＴＲデータ及びモニタリングデータを用いて暴露評価

を見直しリスク評価を実施した。

注）1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン

② 化学物質関係のインターネット公開情報等（事故、海外規制情報など）を入手、整
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理するととともに、関係する各種学会（大気環境学会、日本環境毒性学会等）に参加

して情報収集を行った。

なお、リスクが直ちに懸念されると判断された物質はなかったため、改めて暴露評

価、リスク評価等は行わなかったが、経済産業省に特定の化学物質の規制情報や有害

性に関する国内外の研究動向について情報を提供した。

③ ①のスクリーニング評価への利用のため、監視化学物質ごとに、製造・輸入量や用

途別出荷数量及び指定時の有害性情報等を入手、整備した。

・一般化学物質のスクリーニング評価や優先評価化学物質のリスク評価への利用を踏ま

え、事業者からの製造輸入数量等の届出を支援し、届出情報を物質ごとに整理、保管

等を行うシステム（「届出支援等システム」仮称）開発を経済産業省が行っているこ

とから（ナイトもスクリーニング評価等のため届出情報の整理等の機能を利用の予

定。）、技術的に支援した。

・更に、届出支援等システム利用による届出の電子化率向上と届出内容の正確性確保の

ため、経済産業省と連携して、届出に必要な用途分類の仕方や届出支援等システムの

使用方法等に関する資料を作成して、全国で延べ２２回（約１，０００事業者）にわ

たって、化審法に基づく届出説明会を開催し、事業者への説明を行った。

・加えて、届出者の利便性の向上と届出情報の効率的な整理のため、化審法番号－ＣＡ

Ｓ番号の関係を整理（約７万種類）するとともに、塩などの届出時に特殊な取扱いが

必要となる物質について識別するための情報を付加し、届出支援等システムに収載す

るための辞書情報として整備し、ダウンロード可能とした。

・優先評価化学物質のリスク評価を踏まえ、①で選定した８８物質やその他の物質も対

象として分解性等の情報に基づき、リスク評価の対象とすべき物質区分を明確化する

ための方法について検討した。

・リスク評価等への利用のため、国が新たに公開した環境モニタリング情報の電子化を

行うとともに、その際に確認したデータの誤植等についてデータ作成者である環境省

に情報を提供した。さらに、国が行った物理化学的性状の試験結果の電子化を行うと

ともに、リスク評価等に利用する情報が体系的に整備できるよう検討し、化審法関係

省が整備すべき有害性等化学物質性状情報の項目についても検討を行った。

（２）リスク評価手法等の調査と手法開発

① 用途別排出係数一覧表

・化審法の優先評価化学物質のリスク評価への利用のため、化学物質の用途分類とそれ

に対応する排出係数（ナイトが提案）に関する意見募集（経済産業省が実施）への回

答案作成に技術面で積極的に支援をするとともに、特定の事業者団体との調整を行う

などして最終の化学物質の排出係数一覧表（案）を作成し経済産業省に提出し、経済

産業省から公開された。

・更に、同排出係数一覧表を元にスクリーニング評価用排出係数一覧表を作成した。同

表は、第二種及び第三種監視化学物質のスクリーニング評価に利用された。

② 化審法所管の３省に提案している改正化審法のリスク評価手法について、３省事務

局や審議会委員との調整により改良を加え、手法説明の審議会資料案としてとりまと

めた。さらに、事務局や審議会委員の理解を深め、審議会等における承認につなげる
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ため、手法の検証のための解析を行い、説明を行った。また、改正化審法のリスク評

価等への利用に向け、船底塗料用防汚剤や漁網用防汚剤のような特定の用途の暴露評

価手法や、非点源排出量の多い用途に関する暴露評価の方法等について検討し、一部

についてリスク評価手法に係わる技術ガイダンス文書（案）に追記した。

３．化学物質審査規制法関係業務

（１）化学物質審査規制法施行支援業務

① 新規化学物質の事前審査等

・新規化学物質の審査資料について分解性、蓄積性等試験データ等を精査し、３省合同

審議会資料等を作成し、審議会において説明等を実施した（３８１件）。

・新規化学物質の審査資料を精査し、予審前検討会を実施した（３７５件）。

・新規化学物質の審査資料を受理し、３省及び予備審査会の委員に遅滞なく送付した。

・少量新規化学物質製造等申出書の内容確認（名称・構造式など）等を行った（２７，

９９０件）。

・中間物等の申出書類確認作業について、２６５件（修正案件７件、変更案件７９件含

む。）確認し、３５４９項目の問題点を指摘した。

・化審法に基づき提出された有害性情報報告についてデータ整理を行い、化学物質審査

規制法に基づく評価に関する資料作成支援を可能にした（２８３件）。

・化学物質審議会の審査対象物質について、分解性及び蓄積性のQSAR 予測を行い審査

参考資料として提出し、同審議会にて資料の説明を行った（合計：新規化学物質２３

４物質、既存化学物質１０物質）。

・新規化学物質の審査等に関する技術的事項について、事業者からの問い合わせに対応

した（５４８件）。

・ＧＬＰ適合確認申請のあった試験施設について、書面審査、現地査察、報告書（案）

の作成等を行った（３件）。

・審査が終了した新規化学物質について、官報公示名称原案を作成し、３省へ提出する

とともに監視化学物質についてはＣＡＳ番号を付与した（２２７件：第二種監視化学

物質かつ第三種監視化学物質に指定された物質はあわせて１件とした。延べ数では２

４６件）。また、化審法番号－ＣＡＳ番号の関連づけを行った（再掲）。

・審査工程におけるナイト内の検討会の整理統合及び職員の事務・審査負担の削減案を

経済産業省に提案し、平成２３年４月より新たな審査工程で運用が行われる予定。事

業者の資料作成負担や政府の事務・審査負担の削減、審査期間の短縮（１週間程度）

の効果が期待される。

・化審法ＧＬＰ査察における改善事項として、事前ヒヤリングの廃止や農取法ＧＬＰ査

察内容との重複部分（蓄積性試験に係る内容など）の削減について経済産業省に提案

し、現在関係省で検討中。事前ヒヤリングは廃止され、事業者負担軽減の効果が期待

される。

２２年度 ２１年度 ２０年度 １９年度 １８年度

①事前相談 526件 299件 321件 589件 795件
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②事前ﾋｱﾘﾝｸﾞ
注１

375件 359件 461件 498件 395件

③審議会資料作成等 381件 376件 470件 447件 364件

内、低生産量 171件 154件 181件 147件 134件

④官報公示名称 経済省 新規 227件 新規35件 新規138件 新規337件 新規182件

原案作成 既存 0件 既存235件 既存 0件 既存 50件 既存 49件

厚労省 新規 217件 新規27件 新規99件 新規194件 新規148件

既存 0件 既存122件 既存 0件 既存 15件 既存 28件

環境省 新規 227件 新規28件 新規104件 新規191件 新規158件

既存 0件 既存235件 既存 0件 既存 50件 既存 47件

⑤官報公示名称 経済省 227件 98件 0件 104件 104件

案作成 厚労省 217件 27件 99件 194件 148件

環境省 227件 28件 104件 203件 158件

⑥少量新規化学物質
注2

27,990件 24,759件 22,405件 21,390件 19,954件

⑦中間物等 265件 305件 249件 228件 195件

⑧既存化学物質の安全 29件

性点検 26件

分解性 0
注３

件 23件 9件 31件

蓄積性 0
注３

件 22件 12件 22件

（名称確認）

⑨有害性情報の報告 283件 148件 120件 179件 49件

⑩ＧＬＰ適合確認
注４

3件 4件 3件 3件 5件

注１：２１年度及び２２年度は事前資料を精査した件数。

注２：申出書の内容確認(名称、構造式等)を行った。

注３：平成２１年の法改正を受けて、平成２２年度中に既存化学物質からの第一種、第二種及び第三種

監視化学物質の指定を行わないとの３省の判断により既存点検は見合わせた。

注４：Good Laboratory Practice、優良試験所基準。化学物質の各種安全性試験の信頼性を確保する手

段として、ＯＥＣＤにおいて１９８１年に採択された。化学物質審査規制法では、昭和５９年

３月に導入し、１２年３月に改正した。

② 監視化学物質の製造数量や用途等の情報の整備を行い、これを用いてスクリーニン

グ評価（再掲）を行って、経済産業省等に情報を提供した。

③ ３省ＤＢ内部版について、新ハードウェアシステムの仕様を検討すると共に、調達

手続きを行った。また、平成２２年３月から２３年１月末までに審議された新規化学

物質に係る審査用資料及び審議会後審査シート、平成２２年度に中間物等の申出がな

された新規化学物質に係るデータ、有害性情報の報告がなされた化学物質に係るデー

タについてデータベースへの入力を行うと共に、データのバックアップを行った。

④ 蓄積性を予測する手法として化学物質構造の類似性によるカテゴリーにより分類を

行い、そのうちの「水素結合性アクセプターを持つ物質」についての予測手法を検討

し、構造活性相関委員会（7月）でとりまとめ、報告書をホームページで公開した（1

2月）。次に「水素結合性ドナーを持つ物質」について検討を開始した。また、事業

成果について学会等でのポスター発表（2件）、業界等の学習会での講演(2件）をし
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た。

・化学物質審議会の審査対象物質について、分解性及び蓄積性のQSAR予測を行い審査参

考資料として提出し、同審議会にて資料の説明を行った（合計：新規化学物質234物

質、既存化学物質10物質）。

・NEDO委託事業で開発している有害性評価支援システム統合プラットフォームの試作版

の改良を行った。また、外部有識者からなる研究開発推進委員会を2回開催し（6月、

10月）研究開発に反映した。さらに、成果について、論文発表（4報）、学会等での

口頭発表又はポスター発表（9件）、業界等の学習会での講演(1件）を行った。

・OECDのQSAR会合（10月）に出席しQSAR Application Toolboxの運用・管理の方針や次

期バージョンの仕様に関する議論に参加するとともに、Toolbox発展のため、得られ

たデータを提供した。また、OECD のAdverse Outcome Pathwayワークショップ（12月）

にNEDO委託事業の成果である反復投与毒性試験のカテゴリーアプローチに関するケー

ススタディを提出しプレゼンテーションを行い、Adverse Outcome Pathwayを用いた

方法論に関する議論に貢献した。

⑤ 次の国際会議等を通じ、技術支援、情報収集等を行った。

・OECD新規クリアリングハウス会合（OECD/新規CH会合）対処方針（案）等を作成・経

済産業省へ提出、専門家として電話会合及び本会合へ出席し対応した。

・米国EPAのペルフルオロポリマーに対する新規制、米国EPAのTSCAの改正動向等、OECD

/新規CH会合で検討中の低懸念ポリマーのポリエステルモノマー基準について調査し3

省へ情報を提供した。

・MAN・PP注１）により化審法で初の届出可能性のある海外事業者への事前質問案やリード

国のハザード評価書への意見案の作成・経済産業省へ提出、専門家として電話会合へ

出席し対応するなど、３省と連携しつつ対応した。また、米国産業会とのMAN・PPに

関する会合で、技術的な内容について中心的に対処し3省に報告した。

・OECD／GLP作業部会への対処方針案等を作成・経済産業省へ提出、専門家として会合

へ出席し対応した。

・OECD非加盟国のMAD注2）参加に向け、当該国のGLP当局の問題点を検討し経済産業省を

通じてOECDへ意見提出し、化学品合同会合で提案され合意された。

・台湾の化学物質管理関係機関との会合を開催し、化審法の事前審査制度とナイトの行

う技術支援業務について講演し、意見交換を実施（9月、12月）した。また、台湾で

のGLPワークショップにおいて、GLPについても講演（11月）を行い、台湾の新規化学

物質の事前審査制度の立ち上げ（2011年6月頃）を支援した。

・欧州化学品庁と日本政府の化学物質管理分野の協力関係構築のための締結文書案を作

成し、経済産業省へ提出した。今後リスク評価やQSARモデルなどについて有益な技術

協力や情報交換が期待される。

注１）MAN(Mutual Acceptance of Notifications)・PP(parallel Process)：新規化

学物質の安全性評価の複数国同時受入れのための仕組み

注２）MAD(Mutual Acceptance of Data)：安全性データの相互受入れ

⑥普及啓発等のあり方を見直し、要望のあった以下の講師派遣、監修などを行った。特

に、化学物質管理センターでは初となる海外政府機関等からの要望に応じて講演を行
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ったことで、国際的にもナイトの地位を高めた。

・台湾でのＧＬＰワークショップにて講演（11月）

・日・台湾化学物質管理制度セミナーにて講演（9月）

・ナイトと台湾化学物質管理関係機関との会合の主催及び講演（12月）

・マレーシア政府関係機関へのGLP及びリスク評価に関する講演（平成23年2月）

・他法人主催のセミナーで新規化学物質の届出について講演（9月）

・逐条解説・Q&A 化学物質審査規制法（旧：化審法実務提要）の編集

・経済産業省ＨＰ掲載用化審法Ｑ＆Ａの内容確認

・化審法の新規化学物質に関するFAQを作成し、ナイトのHPに掲載

・化審法GLPのナイトの英語HPを開設

（２）立入検査等

経済産業大臣の指示を受けて、３省の担当官と共に、中間物／輸出専用／閉鎖系用途

の確認に係る事業所に対して立入検査を３５件実施した。その結果、２９４項目の問題

点を指摘し、経済産業省へ速やかに報告した。この報告を踏まえ、経済産業省で問題点

の対処方針の検討・事業者への改善要求をし、立入検査後の法令遵守の向上が図られて

いる。また、立入検査に向けた検査対象事業者の申し出状況確認に中間物確認状況のＤ

Ｂを活用している。

４．化学物質排出把握管理促進法関係業務

（１）化学物質排出把握管理促進法施行支援

① 化学物質排出把握管理促進法（化管法）に基づく届出の集計処理業務を以下のとお

り実施した。

・化学物質排出把握管理促進法における電子計算機システムの運用、維持・管理を行う

とともに、届け出られたデータについて、データの確認及び必要な電子化等を行いフ

ァイル記録システムに入力した。

・届出データを集計し、別途提供される裾切り推計及び非点源推計結果を併せ公表用デ

ータ等を作成した。

・２２年度の届出件数は、３８，１４１件（２１年度届出件数３９，４７２件）であっ

た。このうち、電子届出は、届出システム等の改良、電子届出の普及・啓発活動など

により、全体の約４９．６％（１８，９０７件）となり２１年度から約３．６％増加

した。

・化管法政令及び省令改正に伴う電子届出システム及び事業者負担の軽減とデータ処理

効率の向上のための２次元（ＱＲ）コードにも対応した届出書作成支援プログラム（Ｐ

ＲＴＲ届出作成支援プログラム）については、平成２３年４月から事業者が利用でき

るよう開発を行い、約３万の事業者に配布するとともに新聞紙上への広告を行って周

知に努めた。

・電子届出率が伸び悩んでいることから、次年度以降に電子届出率を増加させるための

対応を検討するために書面届出を行っている事業者に対して、電子届出への需要調査

を行った。併せて、普及推進も兼ね、ＰＲＴＲ届出作成支援プログラムの利用希望調

査を行い、次年度の２次元コード付き書面届出書の数量を推定し次年度業務の計画に
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利用した。

② 化管法に係る普及啓発、事業者の自主管理の支援等のため、以下のような取組を行

った。

・問い合わせ対応、講師派遣による普及・啓発

事業者等からの問い合わせは１，７７７件（電話を含む）であった。ＰＲＴＲ届出

窓口の自治体担当者を対象にしたＰＲＴＲ活用セミナーなどの講習会で、ＰＲＴＲ届

出作成支援プログラムの改修、政令改正に伴う届出の注意点等に関する講師協力の表

明などを行った結果、自治体等が主催する法令改正に関する説明会が開催され、合計

２２件の講演会に講師を派遣した。

・化管法関連情報のホームページを迅速に更新し、常に最新の情報を提供するよう努め

た。日本語版のアクセス数は、以下のとおりであった。

（千ページ／月）

２２年度 ２１年度 ２０年度 １９年度 １８年度

日本語版 １６５ ２００ １６０ １４０ １６０

英語版 ９ ９ １０ ８ ８

（２）化学物質排出把握管理促進法に関する情報の収集及び解析

① 国内外の情報収集整理

・ＯＥＣＤ ＰＲＴＲタスクフォースへの対応

平成２２年５月に開催されたＰＲＴＲタスクフォース会合に参加し、海外のＰＲＴ

Ｒ制度の動向に係る情報収集を行うとともに、我が国のＰＲＴＲの実施状況について

の資料を作成し情報を提供した。

・ＰＲＴＲ対象物質取扱量実態調査

前年度に実施した調査結果のデータについてＰＲＴＲ届出データ、過去のデータの

推移などの関連を整理し資料として経済産業省に提供した。これにより、裾切り以下

の事業者の実態を把握することができ、より近い状態の推計がなされ、ＰＲＴＲデー

タの精度の向上が図られた。

・ＰＲＴＲ対象物質使用実態調査

届出処理の効率化及びＰＲＴＲ届出データの精度向上を図り、次年度の円滑な制度

運用に向けた準備のために、ＰＲＴＲ届出対象業種を営む事業者に対して改正後のＰ

ＲＴＲ対象物質の使用実態調査を行った（調査期間は極めて短かったものの調査方法

を工夫することにより、新たにＰＲＴＲ届出対象業種となった「医療業」を含む７５，

０００事業者に調査票を送付し、約２２，０００事業者からの回答を得た。）。本調

査データは、届出排出量の確認や問い合わせ対応のための基礎データとして利用する

とともに、リスク評価やＰＲＴＲ届出外推計などを行うための基礎データとしても活

用を図る。

② 情報の収集解析

・１８年度に開発したＰＲＴＲ解析支援システムについて、平成２１年度に公表された

ＰＲＴＲデータ及び２１年度に取得した取扱量実態調査等のデータを更新した。また、

今年度実施したＰＲＴＲ対象物質使用実態調査の結果と合わせて解析することによ
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り、化管法政令改正で追加された物質について次年度以降のＰＲＴＲ届出に際して異

常値と思われる届出データの検証方法をまとめ、次年度の届出データの精度向上に向

けた準備を行った。

５．化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律関係業務

（１）化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（以下「化学兵器禁止法」とい

う。）第３０条第５項に基づく国際機関による検査等の立会い業務（オンサイト分析

を含む。）については、同条第６項に基づく経済産業大臣の指示に従い、１８件につ

いて的確に実施し、その結果を速やかに経済産業大臣に報告した。

その内訳は、表２剤３件（内１件においては現地分析が実施された。）、表３剤３件、

有機化学物質１２件であった。特に、現地分析の実施された表２剤検査の立会いにお

いては、検査団・検査団分析装備品の的確な受入のみならず、対抗分析の的確な実施

により、検査団の分析データの正確な検証を達成した。

（２）化学兵器禁止法第３３条第４項に基づく立入検査等については、同条第５項に基づ

く経済産業大臣の指示に従い、２７件において的確に実施し、その結果を速やかに経

済産業大臣に報告した。

（３）上記の立会い業務及び立入検査等業務を的確に実施するため、以下の措置を講じた。

① 化学兵器禁止法に規定された特定物質、指定物質及びこれらの関連物質の分析能力

の向上を図るため、対抗分析において課題となった点についての対応策を中心として

検討し、次年度において更に具体化させることとした。

② 国際機関による検査等の対象事業所のうち、２１事業所に対し実態調査を行い、速

やかに経済産業大臣に報告した。

③ 化学兵器禁止機関（ＯＰＣＷ）における分析方法、検査に必要な装備等に関する会

合、検査実施に関する会合、研修等については実施されなかったことから参加しなか

った。

④ 現地分析を伴う国際検査に対し、立会団対抗分析分析装備品の縮小・効率化を実施

し、当該分析装備品の維持管理・搬入の効率化させることにより受け入れ能力の向上

を進めた。

⑤ 途上国支援等の国際協力の場は持たれなかった。

⑥ 化学兵器禁止法に規定された特定物質に関する法律違反案件１件について経済産業

省から協力依頼があり、特定物質物質廃棄の実施・廃棄後の確認分析においてナイト

の技術力を生かして協力し、法律の適切な施行を支援した。

Ｄ．適合性認定分野

１．国際規格に適合した技術的信頼性の高い認定機関の運営業務

（１）認定機関の信頼性確保

認定機関の技術的信頼性を確保するため、以下の業務を行った。

① マネジメントシステムの維持・継続的改善及び効率化
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・国際規格（ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０１１）に適合したマネジメントシステムの維持と適

切な業務遂行のため、マネジメントシステム文書を見直し、５６件の改正及び１８文

書の新規制定を行った（現時点でのマネジメントシステム文書数は２００）。また、

申請・認定事業者に対する要求事項である技術基準文書等は制定後速やかにインター

ネット上で公開し、透明性を図ってきた。

・安全４法登録検査機関調査業務のプロセス（法令解釈の統一、記録の保存、チェック

体制等）を改善し、ＩＡｊａｐａｎのマネジメントシステムを適用した。

・内部監査は年１回実施（７月から９月にかけて実施）し、安全４法登録検査機関調査

業務を含む全プログラムについてマネジメントシステムが適切に維持されているかを

確認した。内部監査の結果、指摘のあった１１件の不適合事項及び１３件の潜在的不

適合に対して速やかに是正し再発防止処置を徹底し改善した。

・マネジメントレビュー（所長による業務の見直し）を年１回実施（３月に実施）し、

マネジメントシステムの是正・改善を推進してきた。

・審査・検査に対する満足度調査及び認定機関に対する要望調査

顧客（申請・認定事業者）の要望を把握し、マネジメントシステムの改善に資するた

め、個々の認定審査・検査終了後、事業者に対し審査・検査の満足度に関する調査を

実施した（回答１５３件／３１４件（回収率４９％））。審査に対する不満等個別対

応が必要な事項については、速やかに関係者から状況を聴取し、根本原因を調査し必

要な措置をとった。また、満足度調査結果は集計、分析を行い、マネジメントレビュ

ー、審査員連絡会等で報告し、必要な遵守事項について周知した。

② 審査員の確保及び資質・レベルの維持向上

・審査員研修は２回実施し、計３７名が参加した。その結果、計１９名の技術的専門性

の高い外部審査員を確保した。

・認定に関する情報提供と審査レベルの平準化を図るための審査員連絡会を開催し、併

せて意見交換を行った（１０月（東京）及び１１月（大阪））。

なお、３月に計画していた審査員連絡会は東北地方太平洋沖地震による交通手段等の

混乱もあり今回は中止した。

③ 認定機関職員の資質向上と技術力強化

・２２年度職員研修計画に基づき、認定プログラム共通の内部研修を計５回実施し、審

査員としての知識を深めた。[認定研究会‐３回、不確かさの基礎‐２回]

・海外認定機関等での技術研修としては、ＡＰＬＡＣが主催する認定機関運営に係るＩ

ＳＯ／ＩＥＣ１７０１１の研修及び標準物質生産者認定に係るＩＳＯガイド３４の研

修に各２名、技能試験に関する国際規格であるＩＳＯ／ＩＥＣ１７０４３の研修に１

名を参加させた。

・試験所等外部機関を利用した外部研修は以下のとおり実施し、計３２名の職員が参加

して技術力強化に努めた。

［ＪＣＳＳ校正技術研修４回、ＪＮＬＡ技術研修２回、不確かさ研修２回、苦情対応

マネジメント研修１回、インターネット関連技術研修１回等］

・認定業務リスクへの対応については事例を一覧表にして蓄積しており、職員がいつで

もアクセス可能な態となっている。１月に実施した職員連絡会では追加となった対応
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事例について周知を実施した。

（２）認定制度の信頼性向上、普及拡大

日本認定機関協議会（以下「ＪＡＣ」という。）は、我が国における認定制度の信頼

性向上、内外の認定機関情報の共有、認定基準の透明性・同等性の確保、評価技術の向

上を図るための活動を行っており、認定センターはＪＡＣ事務局として各種委員会やＷ

Ｇの活動を主導して実施した。平成２２年度は以下の委員会およびＷＧを開催した。

【開催委員会等】

・運営委員会（全体的方針を決定）１回、

・情報委員会（研修、技能試験、国内外の動向等の情報収集及び提供）１回、

・技術委員会（基準に関する認定機関間の理解の整合を促進）１回、

・試験所認定機関協議会（以下「ＪＬＡＣ」という）／試験所認定ＷＧ（制度の普及や

技術的活動についての意見交換や情報共有）：９回

具体的な活動実績は以下のとおり。

【認定制度の利用拡大・普及のための広報活動】

・試験・校正等事業者向けＪＬＡＣ技術情報セミナーを開催（約１００名が参加）

・認定された事業者同士の情報共有や認定制度に係る課題の共有等を行うことを目的と

して国内の５団体の試験所組織から代表者を集めて試験所組織連絡会を３回開催し

た。

【規格の要求事項の解釈を統一化するための活動】

・今年度は認定基準の解釈や審査技術の向上について検討するための審査技術委員会を

新たに設置し、規格の要求事項の解釈について検討を実施した。委員会にはＪＡＣメ

ンバーである２つの認定機関（ＪＡＢ、ＶＬＡＣ）からも委員参加しており、メンバ

ー間の協力の下で活動が進められた。

【審査員の相互利用・研修の共催】

・ナイトが実施した審査員研修にＪＡＣメンバーから講師を派遣（延べ３名）。また、

ＪＡＣメンバーの組織から研修生の参加（延べ５名）を得た。

【国際会議及びセミナーの開催に係る活動】

・技術情報セミナー及びＡＰＬＡＣ総会２０１０大阪の開催に向け、準備会合を含むＪ

ＬＡＣ会合等を９回開催した。ＡＰＬＡＣ総会ではホストを務め、１３６名の参加者

を迎えた。また、ＡＰＬＡＣ総会の期間中に同時開催された技術情報セミナーでは、

欧州認定機関協議会（ＥＡ）議長、ＡＰＬＡＣ議長等を講師に迎えたことで海外の認

定機関情報の共有が図れた。

【メンバーの意見の反映】

・ＡＰＬＡＣ、ＩＬＡＣからの投票要請、コメント要請について、投票に関しては、Ｊ

ＬＡＣの場等を利用して国内の意見を取りまとめ、その結果を票として投じ、また、

コメント要請に関しては、回答に先立ち、意見交換、調整を行う等してメンバーの意

見の反映に努めた。

（３）国際相互承認（ＭＲＡ）の維持

① ＡＰＬＡＣ、ＩＬＡＣでの活動と貢献

・アジア・太平洋試験所認定協力機構（ＡＰＬＡＣ）については、５月のＭＲＡ評議会、
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１２月の総会、ＭＲＡ評議会及び技術委員会等の関連会議に参加するとともに、ＡＰ

ＬＡＣのすべての委員会及び分科会への委員の提供及び各委員会活動への参加、委員

会ドラフト案へのコメント提供等を行うことにより、ＭＲＡの信頼性の確保に資する

貢献を行った。技能試験委員会については、後述のとおり、委員長として委員会の運

営、技能試験報告内容の審査を行ったほか、ＡＰＬＡＣ ＭＲＡ評価にかかる技能試

験結果の提供を評価チームに提供すること等により、ＭＲＡの信頼性の確保に大きく

貢献するとともに、特に今年度は、ＡＰＬＡＣ総会のホストとして、総会及びＭＲＡ

評議会の運営に大きく貢献した。

・国際試験所認定協力機構（ＩＬＡＣ）については、６月の認定委員会、１０月の総会

及び相互承認委員会等の関連会議に参加し、ＭＲＡの信頼性の確保のために貢献した。

・国際技能試験２件の最終報告をＡＰＬＡＣに行い、また、ＡＰＬＡＣ，ＩＬＡＣの重

要文書に係る複数回のコメントを提出し、主要な事項については概ね受け入れられた。

・新たにＡＰＬＡＣ技能試験委員会の委員長ポストを獲得し、今後相互承認の拡大が予

定されている技能試験プロバイダーの認定に関する事項等に対し積極的に提案等を行

う立場を確保した。また、今後の利用の拡大が見込まれる発光ダイオード等照明（Ｓ

ＳＬ等）試験に係る認定に関する検討の場である、国際エネルギー機関（ＩＥＡ)４

ＥＳＳＬ専門家会合の主査を務め、我が国にとって有益な制度設計に資するよう努め

ている。

・ＡＰＬＡＣ総会２０１０大阪の開催に向け、総会主催者としての活動を行い、ＡＰＬ

ＡＣ事務局、その他関係機関との調整を同時に進めつつ、ＶＩＳＡ取得手続等出席者

支援を確実かつ緊急的対応を行い、会合開催運営を主催者として果たすとともに、同

会議過去最大１３６名の参加者の満足が得られる結果を得た。また、認定センターが

国内認定機関の中心的存在であることを印象づけることに成功した。

② ＡＰＬＡＣ相互評価活動への貢献

・ＡＰＬＡＣからの派遣要請に基づき、マレーシアの認定機関のＡＰＬＡＣ評価に評価

チームリーダーを派遣、米国の認定機関のＡＰＬＡＣ評価及びモンゴル認定機関の事

前調査にそれぞれ評価員を１名ずつ派遣し、国際的な活動に貢献した。（ナイトにお

けるＡＰＬＡＣ評価員は、現在６名）。

・今年度は、海外認定機関からの審査員の派遣要請はなかった。

・米国EPAエネルギースター制度（米国省エネ制度）に係る情報の調査と提供、ＣＯ２

排出認証認定に係る調査、製品認証認定機関の太平洋地域の協力機関である太平洋認

定協力機構（ＰＡＣ）及び国際的機関である国際認定フォーラム（ＩＡＦ)の調査、

文書分析を実施し、前者については、加盟申請を行い、今後より一層の海外認定機関

との協力体制の強化に努め、地位の向上を図っているところ。

（４）標準物質情報の提供

① 標準物質情報データベース（ＲＭｉｎｆｏ）

４６の既登録機関にデータベースの更新、修正内容について照会し、内容の刷新と

充実を図り、９９回（３月末）コンテンツの更新を行った。

標準物質情報委員会を１回開催するとともに、標準物質登録情報の拡充を目的に、

既登録機関及び新規４機関に登録の働きかけを実施した。その結果、登録機関数は２
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１年度末比＋４の５０機関となった。また、登録情報内容を精査し、４２２件につい

ては情報内容を更新するとともにＰＤＦ化した資料を添付するなどして情報提供し利

用者の利便性を向上させた。他に、生産終了等で無効となった情報の削除も行い、結

果、登録標準物質数は７，５２８件（２１年度：６，７７５件）となった。

ナノスケールの計測の信頼性向上に資する標準物質や、これからの発展が期待され

る新規材料の標準物質を今年度新たに登録するなど最先端技術分野の標準物質情報を

発信。

（参考）

１２月には関西学院大学の金子教授らが開発したナノレベルの計測を可能にする

”ナノものさし”を登録。また、２月には東北大学金属材料研究所の”超高純度鉄

”を登録した。

② 国際標準物質データベース（ＣＯＭＡＲ注））

標準物質情報委員会の了承を得た新規認証標準物質及び既登録の認証標準物質で新

たに委員会の承認を得た計６２件の情報をＣＯＭＡＲデータベースに登録した。また、

登録情報の内容修正などを約５７０件実施した。

なお、年度中のＣＯＭＡＲ運営会議の開催はなかった。

注）ＣＯＭＡＲとは、標準物質を登録した代表的な国際データベースの略称。

２．経済産業省に係る法令等に基づく認定業務

（１）法令に基づく認定業務

① 法令に基づく認定業務については、申請受付後速やかに審査チームを編成して審査

を行うとともに、審査後は評定委員会を適時に開催し標準処理期間内に速やかに処理

することに努めつつ、次のとおり実施した。

以下、ＪＮＬＡ、ＪＣＳＳ、ＭＬＡＰの各認定プログラムごとに、業務実績を整理

した。

ア ＪＮＬＡ（工業標準化法に基づく試験事業者登録制度）

・申請受付：６３件（うち新規１２、更新５１件） ［参考］２１年度 ９７件

・登録件数：９３件（うち新規２０、更新７３件） ［参考］２１年度 ７５件

・登録事業所数：１９３ ［参考］２１年度 １７８

・評定委員会開催：１０回

・申請受付から登録までの期間

全て標準処理期間（１５０日）内に処理することができた。

・変更届出書の処理

登録試験事業者から提出のあった変更届出書１４１件については、迅速にその

内容を確認し、登録証の変更等所要の処置を行うとともに事業者登録内容の維持

管理を確実にした。

・告示改正作業の支援

ＪＩＳ規格の改正情報、区分追加の要望等に対応するため、告示を見直し、６

月と１０月にそれぞれ改正案を作成し、経済産業省に提案して、同省が行う告示

改正作業を支援した。これらの結果は、２３年２月２４日の登録区分改正告示に
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反映された。また、２２年１２月末のＪＩＳ情報に基づく次回告示改正案の作成

を開始した。

・ガイダンス文書等の作成、公表

事業者の申請を一層容易にするためのガイダンス文書については、抗菌分野で

１件、ＪＩＳ修正に伴い技術情報を改正し公表した。また、化学品分野で１件、

不確かさの見積もりに関する文書の作成を開始した。

この他、審査員向け文書として、測定のトレーサビリティ方針対応事例を８分

野（土木・建築、機械、電気、車両、繊維、給水・燃焼、医療・福祉、抗菌）で

作成した。

・事業者との情報交換

（社）日本電球工業会と定期的に会合を持ち、LED照明の測光試験に係る認定ス

コープについて情報交換を行った。

イ ＪＣＳＳ（計量法に基づく校正事業者登録制度）

・申請受付：９６件（うち新規１３件、追加１４件、更新６９件）

［参考］２１年度 １１３件

・登録件数：９４件（うち新規１７件、追加１６件、更新５９件）

［参考］２１年度 １１３件、登録拒否：１件

・登録事業所数：２３６ ［参考］２１年度 ２２１

・評定委員会開催： ８回

・評定委員会審議要否検討会： １５回

・登録更新手続き

登録更新を円滑に行なうため、昨年度から評定委員会以外に評定委員会審議要

否検討会を設置し、本年度は１５回開催し、７８件の処分を決定した。評定委員

会での審議案件は５８件であり、全体の１／２以上の案件を評定委員会審議要否

検討会で審議し、有効期限内に登録更新が行われるよう的確に手続きを行った。

・申請受付から登録までの期間

全て標準処理期間（１５０日）内に処理することができた。

・変更届出書の処理

登録試験事業者から提出のあった変更届出書２４３件（２１年度は２２０件）

については、迅速にその内容を確認し、登録証の変更等所要の処置を行うととも

に事業者登録内容の維持管理を確実にした。

・技術委員会、技術分科会等

一般要求事項の改正、分野共通的な技術事項に関する指針の制定等のために技

術委員会を１回開催するとともに、各量において、新規区分の追加、既存文書の

改正、技能試験運営等に必要な技術事項を検討するため、技術委員会各量別分科

会を１９回開催した。

また、ＩＬＡＣ方針の見直しに基づき、ＪＣＳＳ校正証明書における校正の不

確かさの表記方法をＧＵＭ(測定の不確かさガイド)に基づいてより正確に表記（信

頼の水準約９５％の表記を新たに追加）する必要があり、ＪＣＳＳ校正証明書の

表記の移行を的確に実施するため、不確かさの評価方法等の検討を各量別分科会
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で実施し、技術分科会主査会議で情報共有を図った。

・ガイダンス文書等の作成、公表

新たな校正技術の追加等のため、技術的適用指針５文書（力計、交流電荷増幅

器、γ線測定器、ビッカース硬さ試験機、ビッカース硬さ標準片）と不確かさの

見積りに関するガイド３文書（力計、高周波インピーダンス、ビッカース硬さ）

の計８文書を新規に作成し、公表した。また、最新の校正技術への対応及び告示

改正及び法令解釈の変更への対応のため、分野共通文書５文書（登録規程、種類

規程、登録の一般要求事項、申請の手引き、書類作成の手引き）、技術的適用指

針１３文書、不確かさの見積りに関するガイド２文書の計２０の既存文書を見直

して改正して、公表し、申請者の利便性向上を図った。

・分野共通の技術的課題への対応

力学分野共通の技術的課題である重力加速度値について、技術委員会重力加速

度値ＷＧを設置し、技術的適用指針や不確かさの見積もりガイドの新規作成にむ

けての検討を開始した。さらに、国土交通省国土地理院の参画を得て、国土地理

院のホームページで公表している重力加速度推定計算サービスをＪＣＳＳで活用

し、他省庁との連携により信頼性の向上と図った。

・ＪＣＳＳに係る普及・広報活動

ＪＣＳＳ及び認定にかかる周辺情報の普及・広報のため、展示会、計測標準フ

ォーラムへの参加、雑誌等への寄稿を行った。特に、ＩＬＡＣ方針に基づくＪＣ

ＳＳ校正証明書における信頼の水準約９５％表記への移行に係る説明会を２回（東

京、大阪）開催し、登録事業者等４００名弱の参加があった。この説明会におい

て、今後の移行スケジュール、不確かさの評価方法に係る技術情報の提供を行い、

登録事業者の移行作業の利便性を図った。

ウ ＭＬＡＰ（計量法に基づく特定計量証明事業者認定制度）

・申請受付：１８件（うち新規３件、更新１５件）

［参考］２１年度 １６件

・認定件数： ７件（うち新規３件、更新４件）

［参考］２１年度 認定２３件

・認定事業所数：１０７

［参考］２１年度１０７

・評定委員会開催：６回

・申請受付から認定までの期間

申請者の認定有効期限日に配慮して、きめ細かく評定委員会を開催し審議・処

理した。受付けた申請案件は全て標準処理期間（１００日）内に処理することが

できた。

・変更届出書の処理

認定事業者から１７６件の変更届が提出され、迅速に変更内容の確認を行い、

認定証の変更等所要の処置を行うとともに事業所認定内容の維持管理を確実に実

施した。

・告示改正
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告示基準をＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５を認定基準とする改正・施行に向け、経

済産業省と協議しながら告示改正案を作成するとともに、認定基準の適用解釈に

係る技術文書案を３回にわたる技術委員会での審議を経て作成した。これらの技

術文書は制度の信頼性維持及び事業者の利便性向上のために技術ガイダンス文書

として公表した。

② 立入検査、フォローアップ調査及び満足度調査

満足度調査に関する業務実績は、上記『Ｄ．１．（１）①マネジメントシステムの

維持・継続的改善及び効率化』に前掲した。

以下、各認定業務の立入 検査及びフォローアップ調査に関する業務を実施した。

ア ＪＮＬＡ（工業標準化法に基づく試験事業者登録制度）

法律に基づく立入検査については、試験所移転の届出に伴い試験施設の確認等を

目的として、計３件を実施し、適切な状態であることを確認した。

イ ＪＣＳＳ（計量法に基づく校正事業者登録制度）

法律に基づく立入検査については、法令の遵守状況の確認が必要な案件が無かっ

たため、本年度は実施していない。

ウ ＭＬＡＰ（計量法に基づく特定計量証明事業者認定制度）

認定後約１年半を迎える６９事業所に対してフォローアップ調査を実施し、認定

基準に対する適合状況を確認し、信頼性確保に努めた。フォローアップ調査の結果、

不適合のあった３６件については是正を求め、期限内に是正されたことを確認した。

（２）社会ニーズに基づく認定業務

① ＡＳＮＩＴＥ（製品評価技術基盤機構認定制度）

民間では採算的又は技術的に実施困難な、若しくは政策的に取り組みが必要な多種

多様な認定ニーズに対応するため、必要に応じて新規認定プログラムを開発して認定

業務を行っている。これまでに開発したＡＳＮＩＴＥ認定プログラムの範囲としては、

校正事業者(ＪＣＳＳを除く。)認定、試験事業者(ＪＮＬＡを除く。)認定、標準物質

生産者認定及び製品認証機関認定がある。２２年度は、次のとおり認定ニーズに対応

した。

ア．ＡＳＮＩＴＥ校正事業者の認定

認定ニーズに基づき、「形状測定器」及び「照度測定器」の認定区分を新規に設

定し、各１件の申請を受け付け、１件認定した。また、既存の認定区分では８件の

申請を受け付け、４件認定した。

認定事業所数：１５、[参考]２１年度：１５

イ．ＡＳＮＩＴＥ試験事業者の認定

米国環境保護庁（ＥＰＡ）が運営する省エネラベリング制度（エネルギースター

プログラム）において、国際的に認められた認定機関から認定された試験所による

製品試験が要求されたことに伴い、電子製品等の国内メーカーからの試験所認定ニ

ーズに対応するため、エネルギースタープログラム試験の認定区分を迅速に新規開

設し、８件の申請を受け付け、４件認定した。

また、環境・化学分野の試験所認定ニーズに対応するため、当該分野の認定申請

受付から審査、認定可否決定までのプロセスに必要となる一連の技術文書及び体制
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を短期間で整備し、１０月に当該認定区分を新規に開設して、３件の申請を受け付

けた。

認定事業者数：２９、[参考]２１年度：２５

ウ．ＡＳＮＩＴＥ標準物質生産者の認定

環境標準物質で新規に栄養塩標準物質１件の申請を受け付け、認定した。また、

化学計測値の信頼性確保の基本となる容量分析用標準物質、高純度物質で各１件の

申請を受け付け、うち１件を認定した。

認定基準であるＩＳＯガイド３４が改正されたことに伴い、改正ＩＳＯガイド３

４の日本語翻訳・公表とともに、対応するＪＩＳ改正原案の作成に貢献した。さら

に、ＩＳＯガイド３４の改正及び対応するＡＰＬＡＣ方針についての説明会を開催

し、既認定事業者及び申請希望事業者の利便性の向上を図った。

認定事業所数：７、［参考］２１年度：６

エ．ＡＳＮＩＴＥ製品認証機関の認定

カシミヤ製品表示の信頼性に関する社会問題に対応するため、カシミア100%製品

の製品認証を行う製品認証機関認定の制度を新規に開設し、１件認定した。また、

鉄道システム輸出のための製品認証機関認定の新規認定分野の立ち上げのための準

備を行った。

認定事業所数：３、［参考］２１年度：２

オ．ＪＣＬＡ認定試験事業者の受入

ＪＣＬＡ（日本化学試験所認定機構）の認定事業廃止（平成２２年９月末）にあ

たり、これら認定試験事業者による環境汚染物質等の測定結果は国民の健康・安全

等の施策のために活用され、また有害物質等の測定結果は海外取引（規制対応）に

も活用されており、社会的な影響度・重要度が高いことに鑑みて、このように、社

会的要請が高いにもかかわらず他の認定機関が撤退する認定分野については、民間

等が十分に対応できない認定分野を補完するというＡＳＮＩＴＥ認定プログラムの

目的にも合致することから、当面の認定の維持を希望する試験事業者を受け入れる

ための新たなプログラム（ＡＳＮＩＴＥ／ＪＣＬＡ）を開設し、１０月に７４事業

者を受け入れた。当該認定プログラムによる認定は最長４年とし、認定の更新を希

望する事業者はＡＳＮＩＴＥ試験事業者（環境等）に移行することとしている。

認定事業所数：７２

② ＡＳＮＩＴＥの信頼性

審査に対する満足度調査及び認定機関に対する要望調査に関する業務実績は、『Ｄ．

１．（１）①マネジメントシステムの維持・継続的改善及び効率化』に前掲した。

③ ＡＳＮＩＴＥ認定業務の効率的運営

・ＡＳＮＩＴＥ試験事業者認定の評定はＪＮＬＡ等評定委員会で、ＡＳＮＩＴＥ校正

事業者（ＮＭＩを除く。）認定及び標準物質生産者認定の評定はＪＣＳＳ等評定委員

会で実施し、ＡＳＮＩＴＥ認定に係る評定委員会を合理的かつ効率的に実施している。

・ＪＮＬＡ認定事業者（ＭＲＡ対応）からのＪＮＬＡ追加申請とＡＳＮＩＴＥの同時

申請については、同一審査チームで効率的に実施。また、ＪＮＬＡ定期検査とＡＳＮ

ＩＴＥ認定審査についても同一審査チームで効率的に実施した。
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・ガイダンス文書及び基準文書類については、エネルギースター試験、環境・化学分

野試験等の新規開設にあたって、新規７文書を制定、既存７文書を改訂し、公表した。

（３）定期検査及び技能試験

① 定期検査の実施

ＡＰＬＡＣ及びＩＬＡＣのＭＲＡを希望する認定事業者に対しては、ＭＲＡ要件を

維持するため認定基準であるＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５、ＩＳＯガイド３４又はＩＳ

Ｏ／ＩＥＣガイド６５の最新版を用いて７９件の定期検査を実施した。

内訳は次のとおり。

ア ＪＮＬＡ定期検査実績

実施件数： ２２年度 １２件

［参考］２１年度 １２件

イ ＪＣＳＳ定期検査実績

実施件数： ２２年度 ３４件

［参考］２１年度 ４９件

ウ ＡＳＮＩＴＥ定期検査実績

実施件数： ２２年度 ２５件

［参考］２１年度 １８件

内訳

・ＡＳＮＩＴＥ試験事業者 １８件

・ＡＳＮＩＴＥ校正事業者 ５件

・ＡＳＮＩＴＥ標準物質生産者 ２件

エ ＡＳＮＩＴＥ臨時検査実績

実施件数： ２２年度 １件（ＡＳＮＩＴＥ試験）

オ ＡＳＮＩＴＥ／ＪＣＬＡ検査実績

実施件数： ２２年度 ２５件

② 技能試験の実施及び外部技能試験の活用

認定事業者の技術能力を確認するため、次のとおりＪＩＳ Ｑ００４３に基づく技

能試験を実施又は外部技能試験の結果を活用した。

ア ＪＮＬＡ（工業標準化法に基づく試験事業者登録制度）

・自らが実施する技能試験

技能試験４か年計画については、２１年度末に見直し、４月に新４か年計画を公

表した。

計画に基づき、昨年度からの継続実施２件（土木・建築分野、化学品分野各１）、

今年度開始２件（土木・建築分野、窯業分野各１）の計４件を実施し、３件（土木

・建築分野２、化学品分野１）終了した。

終了３件のうちの１件、化学品分野（高分子引張試験）の技能試験については、

韓国認定機関（ＫＯＬＡＳ）を通して韓国の試験所にも参加募集を行い、同国から

５試験所が参加した。

・外部機関が実施する技能試験結果の活用

外部機関が実施する技能試験５プログラム（繊維分野３、土木・建築分野１、抗
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菌分野１）を承認し、その結果を活用した。

［参考］２１年度技能試験実施 ３分野５プログラム

［参考］２０年度技能試験実施 ３分野６プログラム

イ ＪＣＳＳ（計量法に基づく校正事業者登録制度）

・自らが実施する技能試験

力区分で「一軸試験機」（参加数５事業者）と、振動加速度区分で「加速度及び

振動加速度レベル（レーザ干渉式振動測定装置、振動加速度計」（参加数３０事業

者）の２つのプログラムで技能試験を実施した。また、技能試験参加実績のない個

別のＪＣＳＳ登録申請に対する申請事業所の技術能力を確認するため、技能試験（測

定監査）を３３プログラムで実施した。（２１年度は２４プログラム）

・外部機関が実施する技能試験結果の活用

外部機関が実施する技能試験については、質量区分１（はかり）、電気区分（Ｄ

ＭＭ、キャリブレータ、標準抵抗器）３の計４プログラムを承認し、その結果を活

用した。

[参考] ２１年度技能試験実施 ４分野４プログラム

外部技能試験活用 ３分野７プログラム

ウ ＭＬＡＰ（計量法に基づく特定計量証明事業者認定制度）

（社）日本環境測定分析協会が実施した技能試験に技能試験委員会の委員として参

加し、技能試験の支援を行なった。参加した１１８事業者の技能試験結果がとりまと

められたことから、当該技能試験結果の審査への活用を開始した。

エ ＡＳＮＩＴＥ

平成２２年度は必要とされる技能試験がなかったため、実施していない。

３．経済産業省に係る法令に基づく認証機関の登録のための調査等認定関係業務

（１）法令に基づく認定関係業務

経済産業省に係る法令に基づいて、認証機関の登録のための調査等を次のとおり実施

した。

① 工業標準化法に基づく登録認証機関の登録等関係業務

ア 工業標準化法に基づき、経済産業大臣及び各経済産業局長から１５件の調査指示

を受け、事業所調査１１件、書面審査４件、工場立会調査１０件及び試験所立会調

査１０件を実施し、その結果を速やかに経済産業大臣又は経済産業局長に報告した。

上記調査指示のうち、経済産業大臣からの７件についてはナイト職員だけで調査

を実施するとともに、調査結果について審議する判定委員会の事務局を務めること

によって当該業務に対する関与を深めた。

イ 工業標準化法に基づき、経済産業大臣及び各経済産業局長から４件の立入指示を

受け、検査を実施し、その結果を速やかに報告した。

これらについても判定委員会の事務局を務めることによって当該業務に対する関

与を深めた。

② 製品安全４法注）に基づく国内（外国）登録検査機関の登録等関係業務

注）製品安全四法：電気用品安全法、消費生活用用品安全法、ガス事業法、液化
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石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

ア 製品安全４法に基づき経済産業大臣より８件の調査指示を受け、申請取下げのあ

った１件を除く７件（外国事業所を含む計１２事務所・試験所）の調査を実施し、

その結果を経済産業大臣に速やかに報告した。

・ライターの安全規制の開始に係る調査

子供のライター使用による火災が増加し社会問題になったことに対応し、経済産

業省は消費経済審議会答申を受け、ライターに消費生活用製品安全法に基づく安全

規制を導入し、関係政令が平成２２年１１月１０日に公布、同年１２月２７日に施

行された。施行日にライターに係る検査機関を登録するべく、１２月１日付けで経

済産業大臣からナイトに対して検査機関登録のための調査指示が出され、認定セン

ターは登録調査を至急実施し、１２月１０日に２件の検査機関の調査結果を報告し

た。この報告に基づき１２月２７日の政令施行日に２件の検査機関が登録された。

調査指示から報告まで１０日間という短い期間であったが、関連ＪＩＳ制定日の９

月３０日の時点から調査への前準備を早急に進めたことで、政令施行と検査機関登

録を同日とする経済産業省の要請に確実に応えることができた。その後も、大臣の

指示を受け外国検査機関を含む検査機関の調査を実施し、平成２３年１月３１日に

１件、さらに２月１６日に１件の検査機関が登録された。

イ ２２年度は経済産業大臣からの立入検査の指示はなく、実績はない。

③ 特定機器相互承認法に基づく適合性評価機関の認定等関係業務

ア ２２年度は経済産業大臣からの調査の依頼はなく、実績はない。

イ ２２年度は経済産業大臣からの立入検査の指示はなく、実績はない。

④ 計量法に基づく濃度に係る計量証明事業者等に対する立入検査業務

２２年度は経済産業大臣からの立入検査の指示はなく、実績はない。

（２）国際提携関係業務

オーストラリア政府との口上書に基づき、同国向け自動車及びその部品製造事業者に

対する試験施設検査（ＴＦＩ)１件、設計施設監査（ＤＦＡ)１件、生産施設検査（ＰＦ

Ａ)１件を５月と６月に実施し、その結果をオーストラリア政府に報告した。

また、豪州政府の審査官の実施する、設計施設監査（ＤＦＡ)２件、生産施設検査（Ｐ

ＦＡ)２件に立ち会いを実施した。

なお、豪州政府からは平成２２年６月２０日付けで以後は検査依頼しない旨の通告が

あり、平成２２年７月以降は豪州政府からの依頼は発生していない。

Ｅ．生活安全分野

１．製品安全関係業務

（１）製品の事故に関する情報の収集・調査・分析、原因究明等

消費者が利用する製品のうち、消費者の生命又は身体に危害を及ぼす可能性のある製

品に適切な対応を図るため、以下の業務を行った。また、製品事故の未然・再発防止等

のため、国民生活センターと積極的に協力・連携を図った。
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① 事故情報収集状況

・事故情報の総受付件数は４,７８８件で前年度比９．５％増。

・事故情報収集件数の増加は、重大事故報告時に過去の事故を含め、事業者が保有して

いた非重大事故をまとめて報告した案件が増加したこと及び同種の事故製品による多

発事故が増加したことによる。特に製造事業者等から電気温風機、携帯発電機等の5

品目について993件の同種事故報告があった。

内 訳 （件)

年 度 事故受付件数 事業者等 経済産業省 消費生活 消防・ その他

(注１) センター 警察 (注２)

２２年度 4,788 2,476 1,338 667 261 46

２１年度 4,371 1,853 1,262 845 280 131

注１：事故受付件数は、受け付けた総件数であり、重複案件を含む。

注２：その他は、自治体、国民生活センター、消費者、病院等からの通知及びWEB

を含む新聞

② 事故情報に基づく調査等

・収集した事故情報のうち４，３８１件について、リスク分析を行い、リスクの高さに

応じて調査に優先順位をつけ、リスクの高い案件を優先するほか、リスクが低く事業

者が製品起因を認めている案件については、簡易調査とし、調査期間の短縮を図った。

また、事業者報告書提出期限を１ケ月に設定する等により迅速化を徹底し、重大製品

事故、非重大製品事故ともに前年度に引き続き９０日以内の調査完了に努めた。

・ライター、携帯用レーザー応用装置、家庭用テーブルタップセット、電気掃除機、リ

チウムイオン蓄電池、ガス給湯暖房機の6品目の調査・分析結果が行政の施策に反映

され、製品事故の再発・未然防止に寄与した。

・事故品確認１，３８８件を実施した。また、現場調査は６３件実施し、警察・消防か

らの要請による合同調査を１９６件実施した。

・調査結果は、外部有識者、専門技術者等で構成する３つの事故原因技術解析ワーキン

ググループ（電気、機械、化学）及び事故動向等解析専門委員会をそれぞれ年４回開

催し、事故原因の技術解析及び事業者が講じた再発防止対策等について評価を行った。

③-1 事故情報リスク分析等

・経済産業省が受け付けた重大製品事故のうち、１，０５８件について、リスク分析、

原因究明、過去の類似事故、社告情報の検索・分析を行い、経済産業省に調査結果を

報告するとともに、リスクの高い案件（非重大事故を含む）について対応方針案の説

明を行い、リコールの判断材料の一部として経済産業省の行政措置に反映した。

・電源コード、電気洗濯乾燥機、カセットこんろ、ガスこんろ、石油ストーブ、折りた

たみ自転車等、今年度、事故報告が多く寄せられた重要と考えられる案件について事

故リスク評価や、テキストマイニングによる事故情報分析を実施した。

・電源コード、カセットこんろ、折りたたみ自転車については、実製品による評価試験

を実施し、技術基準改定等の基礎となるデータとして経済産業省に提供した。

③-2 経年劣化対策

・消費者への経年劣化等による事故の防止を促す注意喚起のため、「換気扇」「扇風機」
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「エアコン」「石油給湯器」「石油ふろがま」等についてバスタブ・カーブを利用し

た耐用年数の分析を行うとともに、経年劣化が主因と考えられる事故ついての事故発

生メカニズムを分析・整理して、プレス説明会（３回）を行った。

・消費生活用製品安全法第３２条の２１に基づく特定保守製品等の経年劣化に関する技

術調査の充実を図るため、調査の際に経年劣化に係る詳細情報を得るための「経年劣

化部品調査票」を作成し、経済産業省に提案。（経済産業省において法３２条の２１

における情報収集の様式として検討予定。）

・ナイトが保有する調査が終了した事故情報（31,634件、重大・非重大）のうち、経年

劣化が主因と考えられる事故（953件）を抽出して事故情報の多い製品及び部品に関

する事故（741件）について、詳細情報を内部ＤＢ（Millemasse）から収集し、劣化

部品、劣化に係る故障メカニズムなどの分析を行った（現在、分析結果を精査中）。

④ 事故原因の究明、再発防止措置等

・子供が関係するガスライターの重大事故が散見されたことから、行政が行う対処方針

決定のために、ナイトが収集したガスライターが関係する事故132件と規格・基準に

関する海外調査（CPSC）の結果を提供した。

・収集した事故情報はすべて事故原因の特定を行うが、そのうち、以下の製品について

は同種事故が多発する可能性があると考えられることから詳細な調査を実施し、経済

産業省、消費者庁等行政機関に調査結果を提供した。

【足乗せ部分が破損する自転車用幼児座席、アナフィラキシーショックを誘発する羊毛

ケラチン入りシャンプー】

・携帯用音楽プレーヤーのナイト事故調査結果に基づき、経済産業省は当該事業者に対

して措置を実施。

・電気式床暖房を敷設した床から発煙し、床面を焦がす事故が発生。ナイトの調査の結

果を受けて、経済産業省は技術基準を再改正するための検討を開始。

・製品から放散される揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等によって体調不良に至る事故の事

故原因究明手法開発（ＶＯＣ）の方針決定のために学識経験者、関係工業会、関係省

庁等の委員１１名による委員会を開催し、現在は国の示す室内濃度指針値と比較・参

照して事故原因を判断しているが、一律に室内濃度換算値で評価することは、必ずし

も適切でない場合があり、原因究明に資する化学物質吸入事故における原因究明のあ

り方等のデータ解析所法の開発に向けて今後の方向性を決定した。

・重大事故について製品分野別に問題点を検討し、原因究明・再発防止措置に関わる具

体的アクションについて経済産業省に提言を行った。

⑤ 市場モニタリングテスト

法令遵守状況を確認するため以下のテストを実施した。

・製品安全テスト（１品目）

【レーザーポインター（消費生活用製品安全法）（経済産業省等の依頼に基づき実施。

14回）】

・取引試買テスト及び品質調査テストについては、経済産業省からの依頼はなく、今年

度は未実施。

（２）国内外の関係機関との連携
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＜国内＞

製品事故の効果的な未然・再発防止等を行うため、以下の関係機関との連携を強化し

た。

・事故情報の収集強化のため、アクションプランを策定し各地域の関係機関に対して協

力要請を行った。

消費生活センター訪問：１２０機関、警察訪問：６０機関、消防訪問：１６８機関

事故事例研究会、技術研修会等の開催件数：２３回、参加機関数：４２８機関

・国民生活センターと、実務担当者会議（１１回）及び連携連絡会議（１回）を開催。

国民生活センターが入手した重大製品事故に係る事故品の取扱について申し合わせを

行い、ナイトでの事故品取扱いを可能とした。また、プレスリリース内容が重複しな

いよう 情報交換を行った。さらに、既にナイトで実施した湯たんぽの再現試験方法

や接触皮膚炎に関する技術情報を提供した。

・地域消防機関、地方公設試験所、大学等と協力し、事故原因究明の迅速化を図った。

・地域工業会の苦情相談窓口担当（CR（Consumer Relation）会）等との情報交換を行

い、昨今の事故情報 の傾向に係る分析等を実施。

・事故の未然防止、再発防止情報を周知するため、経済産業局及び消費生活センター等

と連携することとし、全国９ブロックで連絡会議を開催し、引き続き協力要請を実施

した（関東及び近畿ブロックについては、国民生活センターも参加）。

・業務報告会を東京（315人参加）と大阪（303人参加）で開催し、業務内容の結果を関

係機関・企業等に直接情報提供し、ナイトの業務について周知を図るとともに関係機

関等との連携を深めた。

・主婦連講座「知の市場」を東京（85人参加）と大阪(35人参加）で開講し、製品安全

の知識普及に貢献した。

・経済産業省が主催する「製品安全セミナー」に講師を２０回派遣し、パネルや事故品

等の展示を行い、積極的な啓発活動を行った。

・経済産業省と共催で「製品安全総点検セミナー」を開催した（11月15日）。

＜海外＞

外国製品による事故の未然防止のため、以下の機関との連携を図った。

【米国消費者安全委員会(CPSC)】

・米国でリコールされた製品が日本でも販売されている可能性があるとして、情報提供

が５件あった。また、ナイト担当者が日々、CPSCのリコール情報等を確認し、ナイト

および経済産業省の事故担当者、リコール情報担当者に情報提供（２７件）。事故担

当者は同一製品の事故発生時に役立て、リコール情報担当者は国内のリコール状況確

認に活用。

・米国におけるライター規制の背景、規制状況について情報を収集し、経済産業省のラ

イターWGに反映。

【中国検験検疫科学研究院（CAIQ）】

・経済産業省とAQSIQ（中国品質監督検査検疫総局）との年次協議（9月8日：ナイト（大

阪））に合わせCAIQの副所長他職員２名がナイトを訪問し会合を実施。双方で最近の
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製品安全業務状況を報告し、今後の連携について協議。

・上記会合での合意に基づき、ナイトでWeb掲載しているリコール情報のうち「中国で

の製造品（OME製品等は除く）に係るリコール」と判明しているものについて、CAIQ

に情報提供を開始（12月～）。

【韓国技術標準院（KATS）】

・経済産業省とMOUを締結している韓国知識経済部の下部組織であるKATSから、職員３

名がナイト（大阪）を訪問（7月8日）。ナイトの事故原因究明スキーム等の説明、施

設見学及び意見交換を実施。

・KATSからの招へいにより、韓国国際製品安全ワークショップにおいて日本の製品安全

及び電気製品の原因究明技術についてのプレゼン及びKATSとの意見交換を実施（11月

25、26日）。

【シンガポール規格生産庁（SPRING）】

・SPRINGから、職員３名がナイト（大阪）を訪問（9月16日）。ナイトの事故原因究明

等について説明、施設見学及び意見交換を実施。

【ベトナム工業商業省】

・ベトナム工業商業省の政策担当者１１名がナイト（東京）を訪問（7月20日）。ナイ

トの事故原因究明体制等の研修を実施。

・同省次長ら１５名がJICAのベトナム消費者保護行政能力プロジェクト研修の一環とし

て、ナイト（東京）を訪問（3月3日）。ナイトの事故原因究明等について説明、施設

見学及び意見交換を実施。

・同省認証センター所長ら、３名がJICAのベトナム基準認証制度運用体制強化プロジェ

クト研修の一環として、ナイト（大阪）を訪問（3月11日）。ナイトの事故原因究明

等について説明、施設見学及び意見交換を実施。

【国際消費者製品健康安全機構(ICPHSO)、国際消費者製品安全執行担当者会議（ICPSC）】

・ロンドンで開催されたICPHSO会議及びベルギーで開催されたICPSC会議に経済産業省

とともに出席（11月29日～12月3日）し、EU連合各国のリスク評価手法等について情

報収集。

（３）事故の未然・再発防止のための情報提供等

製品事故の効果的な未然・再発防止のため、国民（消費者）に向けた以下の情報提

供等を実施した。

① 年度報告書等

・２２年度第４四半期調査終了分の事故情報を順次公表し、同時に公開用事故情報デー

タベースへ追加し、新規に４,５１８件を公表した。アクセスページ数約５５０万ペ

ージ。（前年同期比１２４％）

・毎週金曜日に直近１週間分について最新受付事故情報としてホームページで公表。

② 社告・リコール情報

・ホームページ上で社告・リコール情報を公表。アクセスページ数約４７万ページ。（前

年同期比１１７％）

・社告・リコール品の情報を周知し、事故を防止するため、「ハロゲンヒーター」、「電

気ストーブ」及び「ガス・石油ストーブ」のリーフレットを作成し、ホームページで
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公表した。

③ 電子メールマガジン

・「ＰＳマガジン」を定期的に２４回及び「被災時の製品事故の防止について」等特別

号２回を配信した。配信登録者拡大のため全国市町村福祉協議会、全国の小・中・高

校長会、リサイクルショップなどへダイレクトメールを１０，７２９通発送し、読者

数を７，４９４名に拡大した。（前年同期比１０８．７％）

・英語版「ＰＳマガジン」をＣＰＳＣ（米国）、ＫＡＴＳ（韓国）等の海外の製品安全

業務に携わっている関係者向けに配信した。

④ リーフレット及びちらしの発行

・事故防止のための啓発リーフレット「夏の事故」、「冬の事故」及び「新生活スター

ト」等６種類を作成し、ホームページで公表すると共に全国の消費生活センター等へ

配布した。

・消費者へ注意喚起をしたり、リコール情報を届けるため「こんな事故にもご用心」及

び「リコールなど注意を呼びかけています」ちらしを２４種類作成し、ホームページ

で公表した。

⑤ メディア等への情報提供

・定期プレス説明会により事故防止のための注意喚起を「ライター」、「ガスこんろの

グリル」及び「扇風機、換気扇」等について、１２件行った。

・上記の結果、新聞掲載８９回（５大紙６３回）、テレビ報道１８４回（全国放送１７

４回）、ラジオ放送２回取り上げられた。

・プレスリリースのテーマに則したミニポスター（再現実験映像を含む）を１４種類作

成し、ホームページ上で公表した。

⑥ 生活・安全ジャーナル

・生活・安全ジャーナル第９・１０号を作成し、ホームページ上で公表した。

⑦ 原因究明機関ネットワーク総覧の更新

・原因究明登録機関（８９機関）の登録内容等を更新し、全国の消費生活センター等へ

配布するとともにホームページで公表した。

⑧ 製品安全教育DVDハンドブック

・小学校高学年向けの製品安全教育の教材（ＤＶＤ映像と解説書）を作成し、都道府県

の教育委員会へ活用を働きかけるとともにホームページで公表した。

⑨ 身・守りハンドブック２０１１

・誤使用や不注意が原因の事故について消費者に注意喚起する事を目的に、「身・守り

ハンドブック２０１１」を５０，０００部作成し、全国の消費生活センター等へ配付

するとともに、ホームページで公表した。

・定期プレス説明会に参加した記者から全国にも配信され、地方版で記事掲載されると

共に地方新聞社の記者からの問い合わせも増え、地方で起きた事故に関連するデータ、

映像資料提供の問い合わせも増えるなど地方の報道機関へのナイトの認知度も向上し

ている。

（４）製品安全体系の高度化を目指した調査研究

【 2.(2)製品の安全確保のための標準化 ①-3電気製品の安全基準・基準体系のあ
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り方 参照 】

２．標準化関係業務

高齢者・障害者が安全で使いやすい製品の普及、製品・消費者の価値観等の多様化等

に対応した市場形成の観点から、以下の業務を行った。

（１）高齢者・障害者対応等の分野における標準化

①-1 福祉用具共通試験方法の開発と公表

・これまでに実施した試験や知見等を踏まえて、福祉用具の機能（全71機能）について、

65機能に集約・合理化し、福祉用具共通試験方法を開発をした。

・開発した福祉用具共通試験方法はパブリックコメントを求め、パブリックコメント等

に基づき、規格案の修正を行い、修正案について、第三者機関による検証を実施した

後、ホームページでの公表を実施した。

・当該共通試験方法は、民間で推進されるＪＩＳ等の国家標準の基礎として活用される

ものとの位置づけである。

①-2 民間機関等による標準化活動に対する技術的支援

これまでのナイトの業務を通じて得られた情報、専門的知見等を基に、日本工業標

準調査会の消費生活分野及び高齢者・障害者分野の審議に参画した。また、日本福祉

用具・生活支援用具協会（JASPA）、（財）日本文化用品安全試験所（MGSL）、（財）製

品安全協会、（財）日本規格協会の4機関に対し、エルボクラッチ、多点つえ、歩行

車、歩行器等、約５０件のＪＩＳ 規格案等の作成審議に技術面から支援を行った。

①-3 調査研究終了テーマ

・２０年度に終了した「視覚障害者誘導用ブロック等の視認性に係る標準化」で実施し

たロービジョン者延べ約1,500名を対象とした医学的属性計測、輝度コントラスト感

度計測、色覚特性計測及び視認性実証実験から得られたロービジョン者の視覚特性デ

ータ及び解析結果に基づき、ＩＳＯ／ＴＣ１７３／ＷＧ８に対し、視覚障害者誘導用

ブロック等の視認性規格案、調査データの提供を行う等、国際規格化に向けた成果の

普及活動を実施した。

②幹事、コンビーナ、プロジェクトリーダ等の業務

②-1 ＩＳＯ／ＴＣ１７３／ＷＧ１（身体障害者支援製品/歩行補助機器）

「先ゴムの耐久性試験方法」（ISO/DIS 24415-2)について、DIS(国際規格案)投票の

結果を受けて寄せられた意見に対応し、FDIS投票の原案を中央事務局に送付し、投票

開始を待っているところ。

なお、当該WGの当ナイトでの役目は終了したことから、平成２２年１０月に国際事

務局のフォローアップを終了し、国際事務局を日本シルバー用品協議会（関西）のIS

O・JIS規格作成委員会に移管した。

②-2 ＩＳＯ／ＴＣ１７３／ＷＧ８（歩行補助製品歩行者領域における視覚障害者誘導

のための設備と方法）

当該ＷＧの国際事務局として標準化活動に貢献。6月に第2回のWG8国際会議をチュ

ーリッヒ（スイス）で開催してDIS案を取りまとめ、10月6日から国際投票にかけた結
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果、DIS案が承認された。また、DIS投票時に出された約370件のコメントの前処理を

行うと共に、承認されたDISをFDISとして取りまとめるため、第3回国際会議（平成２

３年５月）の開催場所及び日程調整を行うなど、国際事務局としての運営を適切に実

施した。

③ ２２年度に見直しが必要なナイトが原案作成団体となっているＪＩＳ １０件につい

て、検討を行い、見直しが必要な１規格について、共同原案作成団体の原案作成委員

会に参画。

（２）製品の安全確保のための標準化

①-1 ライターの幼児対策

子どものライターによる火遊びが原因と見られる事故に対応するため、経済産業省

では、消費生活用製品安全法施行令を改正し、たばこライター及び多目的ライターを

同法の「特別特定製品」に指定し、技術基準にCR機能を要求する方針を平成22年6月

に打ち出した。ライターの技術基準として引用されるJISについて、ナイトはAIST及

びMGSLと連携して、CR機能について試験方法を開発した。その後、ライターJIS原案

委員会に委員として参画し、9月30日付けで、JIS S4801,S4802,S4803が公示され、平

成22年11月10日付けでライターが消安法「特別特定製品」に指定され、当該JISがラ

イターの技術基準として引用される位置付けとなった。

①-2 福祉及び乳幼児製品の事故防止

福祉及び乳幼児製品の事故防止の取り組みとして、歩行補助車及び乳幼児用さくに

関する消費者代表、メーカー、学術関係者、行政等の各分野からなる検討委員会を組

織・開催し、事故情報を整理・分析のうえ、必要な事故防止策を取りまとめ、経済産

業省に提言した。

①-3 電気製品の安全基準・基準体系のあり方

「電気用品の安全に関する技術基準等に係る調査検討会」（以下、「検討会」とい

う。）「検討作業幹事会」「技術基準性能規定化分科会（以下、「性能分科会」という。）」

「品目大括り化及び法令手続き合理化分科会（以下、「品目大括り化分科会」という。）」

を設置し、検討を実施。

平成２２年７月２３日の検討会において、電気用品安全法技術基準の見直し（階層

化、国際整合化及び品目の大括り化）を進めるための「電気用品安全法技術基準体系

等見直し基本計画」が策定された。平成２２年９月６日の性能分科会において、２２

～２３年度に実施する第一段階の作業の進め方を検討し、 (1)ISO・IEC安全ガイドを

基本として新技術基準省令案（一次文書）を検討、(2)現行技術基準省令及び解釈の

内容を、新たな「技術基準の解釈（二次文書）」と「技術基準の解釈の解説（三次文

書）」とに選別、(3)作業テーマ別にＷＧを設置して検討することなどを盛り込んだ、

アクションプラン案を策定した。

平成２２年１１月１７日の検討作業幹事会において、本アクションプラン案は審議

・承認された。現在、アクションプランに従い、新たな性能分科会・ＷＧ体制を構築

し、検討作業に着手しているところである。

平成２２年９月３０日の品目分科会において、２２～２３年度に実施する電気用品の

区分の整理、品目の大括り化を進めるため、(1)一般消費者がコンセントに差し込ん
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で使用する電気製品全般を電安法の規制対象とする、(2)規制対象か否かを関係者が

自律的に判断できるようにする、(3)分科会では作業テーマ別にＷＧを設置して、政

省令改正案の骨子まで作成するなどの検討方針を提示した。本方針に従い、検討作業

幹事会の傘下に特別ＷＧを設置して検討を行い、アクションプランの骨子案としてと

りまとめた。

平成２３年１月２５日の検討作業幹事会において、本アクションプラン骨子案は審議

・承認された。現在、本アクションプラン骨子に従い、新たな分科会体制を構築し、

アクションプランの策定作業等に着手しているところである。

①-4 国際標準化活動

･ ＩＳＯ／ＰＣ２４０及びＰＣ２４３の活動として、国内対応委員会を２回開催(10

月13日、平成23年2月16日)するとともに、ＰＣ２４０第３～５回会合及びＰＣ２４

３第３～６回会合に出席し、日本の現状についてプレゼンテーションを行った。ま

た、ＰＣ２４３においては、第４回会合の結果から合意された内容（規格項目、使

用する用語の定義など）を基に9月に国際幹事から各専門家にWD（案）が提案され、

それについて国内対策委員会において意見をとりまとめ11月はじめに幹事国に提出

した。その後開催された第５回のＰＣ２４０との合同会合に引き続いて開催された

単独会合でWD（案）に対する各国から提出された意見（日本を含め4カ国）につい

て対応が検討された。この検討結果を基に12月にCD（案）が提案され意見を求めら

れたことから日本の意見をとりまとめ幹事国に提出した。これを基に第6回会合で

検討を行いCD案を検討した。

・ＣＯＰＯＬＣＯ国内対策委員会については２回（5月、7月）出席し、製品安全の視

点から審議をした。

・ＩＥＣ／ＴＣ８９／ＷＧ１２（耐火性試験/試験炎と耐熱性）

２０年に制定された「プラスチックの着火性試験」（IEC/TS 60695-11-11）につ

いて、国際規格化に向け5月の会合でラウンドロビンテストの計画書を提案し了承

された。その後メンバーで第1回の試験を行い10月の会合で結果について検討され、

試験方法の明確にされていない部分等の議題について検討を行った。今後は試験内

容を見直し、メンバーによる第2回の試験を行うこととした。

② プラスチック工業連盟で実施しているプラスチックの国際標準化（１ＳＯ／ＴＣ６

１／ＳＣ２／ＷＧ７（プラスチック/機械的性質/疲労及び破壊靭性））の活動に関し、

当ナイトの業務が完了したことから、プラスチック工業連盟に当該業務を移管した。

（３）人間特性に係る技術的データ等の提供

人間特性データベース及び人間特性情報リンク集について、ホームページ上で公開、

維持・管理を適切に行い、データーベースの利用に関する問い合わせや、人間特性に関

する技術的な問い合わせ等について、迅速に対応した。

３．講習関係業務

電気工事士法及び特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく法定講習

を以下のとおり的確に実施した。

（１）電気工事士法に基づく講習関係業務
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・定期講習について、全国で578回（21年度：1,212回）の講習を開催し、72,640人（21

年度：154,909人）が受講した。

・宮崎県の口蹄疫非常事態宣言及び感染拡大防止のため、宮崎市内で7/8開催を計画し

ていた定期講習を中止（延期）した。また、これに伴い結果的に５年以内の受講期限

を超過した電気工事士の資格者には、指定講習機関として電気工事士法第４条の３及

び同法施行規則第９条の８第六号に規定する「指定講習機関がやむを得ないと認める

事由」を初めて適用した。

・東北地方太平洋沖地震による被災のため、1会場（青森）の定期講習を中止（延期）

し、その後の計画停電の影響による東京電力管内の交通機関網の混乱から、2会場（神

奈川、栃木）の定期講習を中止（延期）した。（上記と同様に計画停電の影響につい

ても「指定講習機関がやむを得ないと認める事由」を適用）

・23年度定期講習用テキストの記載内容について、法令改正（改訂版）及び技術進展の

状況を反映させるとともに、当該講習講師の意見等も踏まえ、テキスト作成委員会で

審議し改訂した。

（２）特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律に基づく講習関係業務

・資格講習、認定講習及び再講習について、全国で124回（21年度：119回）の講習を開

催し、11,182人（再講習については、受講対象者の約79％）（21年度：10,465人）が

受講した。

・東北地方太平洋沖地震の対応については、被災のため再講習1会場（宮城）を中止（延

期）した。また、その後の計画停電の影響による東京電力管内の交通機関網の混乱か

ら2会場（東京）の講習開始時間を遅らせた。さらに、「特定非常災害の被害者の権

利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」により平成23年8月31日まで資

格の有効期限が延長されたことから、該当する資格者に対して、個別の電話連絡、ホ

ームページによる周知に努めた。

・23年度資格講習、認定講習及び再講習用テキストの記載内容について、技術進展の状

況を反映させるとともに、当該講習講師の意見等も踏まえ、テキスト作成委員会を開

催して記載内容の見直しを進めた。

４．経済産業省に係る法令等に基づく製造事業者への立入検査等業務

経済産業省に係る法令等に基づく、次の立入検査等を的確に実施した。

① ２２年度は、立入検査の実施可能件数を経済産業省に提案した結果、レディーミク

ストコンクリートの認証製造業者５０件を対象とする大臣指示（２２年８月２０日接

受）となった。大臣指示があった全件について年度内に立入検査を完了し、それらの

結果を経済産業大臣に速やかに報告した。

今年度は、指摘した事業者が多く、中でも品質に問題があり、直ちに一時出荷停止の

措置がとられる可能性があるＣ評価を含む事業者も多くあった。このことから、品質

に問題のある製品が市場に流通することを抑制し、ＪＩＳマーク制度の信頼性確保に

貢献した。

工業標準化法に基づく試買検査については、６月１日に第１回試買検査運営委員会

を開催し、２２年度の対象品目（レディーミクストコンクリート、在宅用電動介護用

ベッド、アルミニウム合金製脚立及びはしご、乗車用ヘルメット）を確定した。
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試買検査は、一般競争入札により適切な事業者に外部委託して実施した。

試買検査結果については、３月７日に開催した第３回試買検査運営委員会で確定

し、経済産業省へ３月３１日に報告した。市場に流通するＪＩＳマーク表示製品にお

ける品質状態の確認及び経済産業省の施策資料の作成を行った。

② 製品安全４法に基づく製造事業者等に対する立入検査は、効果的な立入検査となる

よう、フォローアップ型の検査を推進し、経済産業大臣指示書案の段階で経済産業省

に提案を行った。

経済産業大臣の指示に基づき、電気用品安全法１３３件、消費生活用製品安全法５

０件、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適性化に関する法律１３件、ガス事業法

１３件、合計２０９件について、２２年度内に着実に実施し、その結果を経済産業大

臣に速やかに報告した。

指摘を行った事業者は、製造事業者では４０％、輸入事業者では６３％となってい

る。製造事業者は、記録の不備（主に、記載事項の欠落）が比較的多いのに対し、輸

入事業者では、届出、記録、適合性検査等、調査項目の全般にわたって不備が多く、

法律そのものへの認識が不足していた。

指摘を行った事業者に対しては、適宜、法令遵守、安全な製品提供に向けた措置が

経済産業省から行われる。

③ 計量法に基づく届出製造事業者等に対する立入検査については、経済産業大臣から

の指示がなく、実施しなかった。

なお、大臣から指示があった場合には、速やかに立入検査を実施できる体制を維持

した。

経済産業省から依頼のあった計量法に関する事務支援業務は、都道府県から経済産

業省に提出された調査報告書、立入検査報告書などを管理簿で整理し、経済産業省か

らの資料提出依頼に迅速に対応できる体制を整えている。また、指定製造事業者判定

委員会事務局の役割を担い、判定委員に確実な情報提供を行った。

④ 家庭用品品質表示法に基づく製造業者等に対する立入検査については、経済産業大

臣からの指示がなく実施しなかった。

なお、大臣から指示があった場合には、速やかに立入検査を実施できる体制を維持し

た。

⑤ 製品安全４法で定める「主務大臣による適合性検査業務」に係る業務は、経済産業

大臣からの適合性検査の指示はなかった。

なお、大臣から指示のあった場合には、当該検査を的確に実施出来るよう製品安全４

法等の業務を通じて既存業務を維持した。

Ｆ．その他業務

１．登山用ロープ

１２事業者から依頼があり、消費生活用製品安全法に規定する適合性検査に係る登山

用ロープの試験を３７件、９２本実施した。
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・検査依頼書受付件数：３７件（２１年度実績 ３０件）

・ロープ試験実施本数：９２本（２１年度実績 ７０本）

Ｇ．その他業務運営に関する計画

１．試験等の評価結果の信頼性確保

製品安全試験グループ(北関東・北陸・中部・九州・製品安全センター大阪）が構築

するＪＩＳ Q １７０２５マネジメントシステム（以下「マネジメントシステム」とい

う）に基づく業務運営を継続。加えて技術業務課（製品安全センター東京）はマネジメ

ントシステムへの適合化を図るための準備作業を推進。

① 新規の試験グループ要員に対する教育等のため(初回)会合を開催しマネジメントシ

ステム及び当該業務運営状況を周知。

② マネジメントシステムの他方面への展開を図る目的から、２２年度は試験グループ

要員向けの研修「測定のトレイサビリティと不確かさ」について、他の製品安全業務

を担う関係部署を含めて受講者を募集しＴＶ会議システムを活用して実施した(受講

者31名。うち試験グループ以外の者16名）。

③ 対象試験の業務運営について適合性を確認するための内部監査を実施。また、適合

化推進中の技術業務課に対しては事前確認のための監査を実施。これら監査の結果に

基づく改善処置を該当の部署で実施。

④ 年間の当試験ｸﾞﾙｰﾌﾟ業務運営状況を報告し様々な課題を審議して方針を決定するた

めの品質管理会議・マネジメント・レビユーを開催。

６６６６．．．．２２２２ 業務運営業務運営業務運営業務運営のののの効率化効率化効率化効率化にににに関関関関するするするする目標目標目標目標をををを達成達成達成達成するためするためするためするため取取取取るべきるべきるべきるべき措置措置措置措置

１．外部機関との協力・連携の推進

（１）バイオテクノロジー分野

以下の事業について共同事業を実施した。

① 有用機能等の探索源となる微生物の収集（ベトナムへの合同探索）：国内３社

② 有用機能等の探索源となる微生物の提供（スクリーニング用株の提供）：国内企業

・大学１７機関

③ ナイトが保有する微生物株のゲノム解析：国内企業・大学２１機関

昨年度から実施の外部機関向けアノテーション支援ツール（ナイト独自開発、略称

：OCSS）による外部リソースの活用が促進され、共同研究先でのアノテーション比率

が大幅に拡大した。

④ 日和見感染菌等のドラフトゲノム解析、環境汚染サンプルの菌叢解析：国内企業・

大学５機関

⑤ ヒトインフルエンザウイルス分離株の遺伝子解析、薬剤耐性食中毒菌（サルモネラ



- 70 -

菌）のゲノム解析：国立感染症研究所

⑥ 二国間協力における共同事業の実施：

《インドネシア》インドネシア科学研究所(LIPI)

《ベトナム》 国家大学ハノイ校(VNUH)

《モンゴル》 モンゴル科学院生物研究所（MAS）

《ブルネイ》 ブルネイ王国産業一次資源省(MIPR)

《中国》 中国科学院微生物研究所（IM-CAS）

《タイ》 タイ国立遺伝子工学バイオテクノロジーセンター（BIOTEC）

（２）適合性認定分野

・広報活動及び日本認定機関協議会（ＪＡＣ）の活動において、試験・校正事業者向け

技術情報セミナーをＪＡＣ傘下の試験所認定機関協議会（ＪＬＡＣ）において準備会

合等も含め協力・連携して開催する等して、認定制度の利用拡大・普及のための広報

活動を行うとともに、ＪＬＡＣにおいて、認定制度の普及や技術的活動についての意

見交換や情報共有を行うための試験所認定ワーキンググループを９回開催する等の活

動を通じて、関係機関との連携を強化した。

・独立行政法人産業技術総合研究所、日本電気計器検定所、財団法人日本品質保証機構、

独立行政法人情報処理推進機構、財団法人建材試験センター、財団法人電気安全環境

研究所、財団法人化学物質評価研究機構等関連機関とは、技術支援に関する契約を締

結し、認定業務はそれら機関からの技術的支援を受け、信頼性の高い認定制度を運営

している。

・技術委員会及び評定委員会の委員を委嘱し、技術的観点からの助言を得ており、委員

会業務の促進に貢献している。

（３）製品安全関係業務

・国民生活センターと、実務者担当会議（１１回）及び経済産業省、消費者庁の出席の

もと両理事長の意見交換会（１回）を開催。国民生活センターが入手した重大製品事

故に係る事故品の取扱について申し合わせを行い、ナイトの事故品取扱いを可能とし

た。また、プレスリリース内容が重複しないよう 情報交換を行った。さらに、ナイ

トの調査の参考として、国センから商品テスト結果報告書（13件）を入手するととも

に、ナイトからは、包丁の事故品及び同等品の提供並びに調査概要（7件）について

提供を行った。技術供与については、金属製湯たんぽの再現実験方法、パソコンに関

する試験方法、接触性皮膚炎の原因物質特定などについて行った。

※平成23年3月分の実務担当会議については震災の影響のため未実施。（再掲）

（４）標準化関係業務

これまでのナイトの業務を通じて得られた情報、専門的知見等を基に、日本工業標準

調査会の消費生活分野及び高齢者・障害者分野の規格審議を行った。子どものライター

遊びが原因とみられる事故の防止のために消安法の特別特定製品に指定され、具体的な

基準値はJISに委ねられた。このJIS制定の際に、独立行政法人産業技術総合研究所、財

団法人文化用品安全試験所と協力・連携して試験方法を開発した。また、日本福祉用具

・生活支援用具協会（JASPA）、財団法人日本文化用品安全試験所（MGSL）、財団法人製

品安全協会、財団法人日本規格協会の5機関に対し、エルボクラッチ、多点つえ、歩行
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車、歩行器等、約５０件のＪＩＳ 規格案等の作成審議に技術面から支援を行った。（再

掲）

２．アウトソーシングの推進

人的、資金的制約が非常に厳しくなっていく中、ナイトに対する行政ニーズや期待に

応えていくため、以下のアウトソーシングを実施。

（１）バイオテクノロジー分野

業務の一層の効率化の観点から、２１年度に引き続き、ゲノム解析の器具洗浄工程の

外部委託を実施した。また、フィシスファエラ属細菌等４菌の塩基配列の決定について、

自ら追加実験は行わず、オプティカルマッピングによる検証実験を外注して、解析期間

の短縮とコスト削減を図った。

（２）化学物質総合管理分野

ＣＨＲＩＰ収載情報の更新については、更新の必要のないもの、ナイト内部で行う必

要のあるものを除く３７項目の全てについて、マニュアルの整備・改善を行いつつ、ア

ウトソーシングを行った。

（３）適合性認定分野

必要な外部技能試験を活用するための外部技能試験プロバイダの育成事業は２１年度

に終了し、育成したプロバイダによる技能試験の活用を開始した。

［参考］２１年度までの外部技能試験プロバイダの育成事業者５機関（繊維１、土

建１、電気１、抗菌２）

（４）講習業務

大都市圏である東京、名古屋及び大阪の受講会場は、同地を勤務地とする近郊の他県

在住者の受講が多いという講習需要の実態から、大都市での開催回数を十分確保する一

方で、地方都市での受講にも不便を来さないよう開催計画を作成し、安価で利便性のあ

る講習会場を確保する業務をアウトソーシングし、業務遂行の状況についても適宜確認

した。

（５）その他

これまでアウトソーシングした業務は、確実に実施している。

また、化学物質管理分野については、リスク評価等に必要な情報の整備に際しては、

アウトソーシングや外部人材活用などによる一層の効率化を進めることとしている。

３．外部人材の効果的活用

（１）認定業務

外部審査員を１９名確保し、２１年度までに確保した外部技術審査員とともに審査に

活用した。

（２）製品安全関係業務

製品安全に係る事故原因に関する調査能力を有する外部の技術的専門家（製造事業者

ＯＢ、消防機関ＯＢ、検査機関ＯＢ等）の中から、引き続き、製品事故調査員として、

全国で２９名委嘱し、製品安全業務における事故情報の調査・分析業務で積極的に活用

し、製品安全業務における事故情報の調査分析能力の向上を図った。
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（３）事故原因究明の迅速化、高度化

原因究明の迅速化、高度化及び職員の技術レベル向上のために専門知識を有する知識

者（高分子・プラスチック、電力・エネルギー、腐食防食・電気、金属材料の腐食防食、

材料力学、半導体材料・電子回路の工学博士６名）をアドバイザリーボードに登録し、

６回の相談を行った。

４．機動的な内部組織の構築と人員配置

（１）地方支所の体制見直し

・全国の地域別事故案件、事故のリスク分析結果を踏まえつつ、随時全国に配置した製

品安全担当調査官を集めた会議において、近隣支所との役割分担の調整を行い、限ら

れた人員で最大限の効果が得られるよう平準化を図った。

・２月１６日に全国支所長会議を開催し、各支所におけるコスト構造等を意識した業務

運営について検討を行った。

（２）製品安全センターと認定センターが一体となって、子供が関係するガスライターの

重大事故に対し、消費生活用製品安全法に基づく安全規制の体制構築に寄与した。製品

安全センターが、いたずら防止機能に関する試験方法及び装置を開発し、法令に基づく

安全基準に反映させるとともに、その知見をもとに、認定センターが、法令に基づく認

証機関の登録のための調査を短期間で的確に実施した。

その他に、職員の部門間の積極的異動などにより各部門間の技術的連携を進めるととも

に、職員のキャリアパス及び技術的能力向上を考慮した計画的人事配置を行った。

５．業務の電子化の推進

（１）業務・システム最適化

業務・システム最適化計画に従って、ＮＩＴＥ－ＬＡＮ、化学ＬＡＮについて統合し

平成２２年度から運用を開始した。ＢＩＯ－ＬＡＮについても平成２２年度中にＮＩＴ

Ｅ－ＬＡＮへの統合を実施し、３つのＬＡＮの統合及びサーバ・周辺機器の統合等の情

報基盤の全面刷新を実現した。また、平成２１年度までに実施した業務・システム最適

化に関する業務について中間評価を実施した。

（２）調達、審査体制の強化

平成２０年度に整備したナイトのＩＴ調達制度運用について、ＣＩＯ補佐官による案

件全件審査（１５９件）、政府調達審査会における仕様書内容等の技術的審査（５２件）

の実施等により、政府の求めるＩＴ調達の透明性、公平性と同等以上の水準を確保。ま

た、仕様内容の明確化により、応札事業者の増による競争性の向上を目指し、政府調達

案件について平成２１年度は平均提案者数２．９者（平均入札者数２．２者）のところ、

平成２２年度は平均提案者数３．３者（平均入札者数２．３者）に改善した。

（３）情報セキュリティ対策

新規職員対象（講習会）及び全職員対象（ｅラーニング）とした情報セキュリティ教

育を実施し、職員の情報取扱における情報セキュリティ意識が向上した。また、各部門

において外部専門家の技術支援により情報の洗い出し、情報セキュリティ対策計画の策

定、個別システムの運用マニュアル・手順書の整備を実施し情報セキュリティ対策の定
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着を図った。

情報セキュリティ自己点検、情報セキュリティ監査を実施しセキュリティ関連規程類

の遵守状況を確認し情報セキュリティ対策に関するＰＤＣＡサイクルを推進した。


